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≪
共
有
し
た
い
子
ど
も
の
姿
・
方
向
性
≫
 
今
と
未
来
を
生
き
る
子
ど
も
を
育
み
ま
す
 

乳
幼
児
期
は
、
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
が
自
分
自
身
で
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
、
未
来
を
切
り
拓
い
て
い
く
力
 

を
つ
け
て
い
く
た
め
に
と
て
も
大
切
な
時
期
で
す
。
主
体
的
に
周
り
の
環
境
に
関
わ
り
、
夢
中
に
な
っ
て
遊
び
こ
む
 

中
で
、
様
々
な
学
び
の
芽
生
え
が
見
え
て
き
ま
す
。
 

持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
自
ら
ア
イ
デ
ィ
ア
を
生
み
出
し
た
り
、
問
題
の
解
決
に
向
け
て
他
者
と
協

働
し
て
解
決
の
方
法
を
考
え
た
り
す
る
よ
う
な
創
造
的
な
思
考
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
子
ど
も
た

ち
の
可
能
性
を
伸
ば
し
て
い
き
ま
す
。

 
子
ど
も
た
ち
が
自
分
の
よ
さ
を
認
識
し
、
可
能
性
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
保
育
者
は
温
か
い
ま
な
ざ
し
 

を
向
け
ま
す
。
そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
自
分
で
は
表
現
で
き
な
い
思
い
や
考
え
に
も
耳
を
傾
け
、
願
い
や
求
め
に
 

寄
り
添
っ
て
一
人
ひ
と
り
を
尊
重
し
ま
す
。
 

≪
幼
保
小
の
連
携
≫
 

乳
幼
児
期
の
育
ち
と
学
び
を
受
け
止
め
、
小
学
校
以
降
の
教
育
に
つ
な
げ
ま
す
 

「
よ
こ
は
ま
☆
保
育
・
教
育
宣
言
～
乳
幼
児
の
心
も
ち
を
大
切
に
～
」
は
、
横
浜
の
保
育
・
教
育
施
設
の
全
て
の
職
員
が
、
乳
幼
児
期
の
子
ど
も
に
対
し
て
何
を
大
切
に
し
て
子
ど
も
た
ち
と
日
々
関
わ
る
か
の
基
本
と
な
る
も
の
で
す
。
 

全
て
の
保
育
者
が
こ
の
宣
言
を
理
解
し
、
日
々
の
実
践
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
の
よ
さ
や
可
能
性
に
気
付
き
、
家
庭
や
地
域
の
方
と
子
ど
も
の
姿
を
共
有
で
き
る
よ
う
な
保
育
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
保
育
の
振
り
返
り
に
活
用
し
て
い
き
ま
す
。
 

よ
こ
は
ま
☆
保
育
・
教
育
宣
言
 

～
乳
幼
児
の
心
も
ち
を
大
切
に
～
 

大 切 に し た い 子 ど も の 育 ち と 学 び 

 

≪
宣
言
１
≫
 

安
心
で
き
る
環
境
を
つ
く
り
、
一
人
ひ
と
り
を
大
切
に
保
育
し
ま
す
 

子
ど
も
た
ち
の
命
を
守
る
と
と
も
に
、
一
人
ひ
と
り
の
個
性
や
発
達
に
合
わ
せ
た
環
境
の
中
で
、
自
分
を
「
か
け
が
え
の
な

い
存
在
」
だ
と
感
じ
て
日
々
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
関
わ
り
ま
す
。

（
１
）
安
心
感
・
信
頼
感
を
大
切
に
、
子
ど
も
を
守
り
ま
す
。

・
乳
幼
児
期
に
温
か
く
受
容
的
・
応
答
的
に
関
わ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
が
安
心
で
き
る
場
や
信
頼
で
き
る
関
係
を

作
り
ま
す
。

・
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
り
、
不
安
に
な
っ
た
り
し
た
時
に
、
気
持
ち
を
受
け
止
め
、
安
心
し
て
戻
れ
る
場
や

関
係
を
作
り
ま
す
。

（
２
）
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
を
受
け
止
め
ま
す
。（

子
ど
も
た
ち
が
自
己
肯
定
感
を
も
っ
て
、
様
々
な
こ
と
に
挑
戦
で
き
る

よ
う
に
し
ま
す
。）

・
子
ど
も
は
一
人
ひ
と
り
違
い
ま
す
。
子
ど
も
が
安
心
し
て
自
分
ら
し
さ
を
出
せ
る
よ
う
に
、
目
の
前
の
子
ど
も
を

理
解
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
大
切
に
し
、
受
け
止
め
ま
す
。

・
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
が
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
た
り
、
じ
っ
く
り
取
り
組
ん
だ
り
で
き
る
環
境
を
つ
く
り
ま

す
。

（
３
）
子
ど
も
が
様
々
な
人
と
関
わ
る
こ
と
を
大
切
に
し
ま
す
。（

色
々
な
人
と
関
わ
り
、
多
様
性
に
気
付
け
る
よ
う
に

し
ま
す
。）

・
お
互
い
に
思
い
を
伝
え
合
い
、
時
に
は
ぶ
つ
か
り
、
折
り
合
い
を
付
け
な
が
ら
、
協
力
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
や
、

他
者
を
信
頼
す
る
気
持
ち
が
育
つ
よ
う
に
し
ま
す
。

・
自
分
で
は
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
に
憧
れ
を
感
じ
、
様
々
な
体
験
が
広
が
る
よ
う
に
、
多
様
な
人
と
一
緒
に
活
動

す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
つ
く
り
ま
す
。

≪
宣
言
２
≫
 

子
ど
も
の
育
ち
と
学
び
を
支
え
る
主
体
的
な
遊
び
を
大
切
に
し
ま
す
 

 
乳
幼
児
期
の
育
ち
と
学
び
は
、
自
分
の
遊
び
（
体
験
）
を
通
し
て
「
未
知
な
こ
と
や
分
か
ら
な
い
こ
と
を
自
分
な
り
に
考
え
、
自
分
自
身
が
納
得
す
る
ま
で

探
究
し
続
け
る
こ
と
」
で
す
。

こ
の
よ
う
な
乳
幼
児
期
の
育
ち
と
学
び
は
、
生
涯
に
わ
た
る
子
ど
も
た
ち
の
生
き
る
力
を
育
み
ま
す
。

（
１
）
乳
幼
児
期
の
子
ど
も
が
、
豊
か
で
多
様
な
環
境
と
関
わ
り
な
が
ら
育
つ
こ
と
を
大
切
に
し
ま
す
。

・
乳
幼
児
期
の
子
ど
も
に
と
っ
て
必
要
な
環
境
と
は
、
一
緒
に
過
ご
す
保
育
者
な
ど
の
大
人
や
子
ど
も
同
士
な
ど
の
「
人
」、

園
の
施
設
や
遊
具
・

素
材
・
道
具
な
ど
の
「
場
や
も
の
」、

自
然
や
社
会
な
ど
の
「
事
象
」、

試
行
錯
誤
や
じ
っ
く
り
取
り
組
む
た
め
の
「
時
間
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

・
園
の
実
情
や
地
域
性
な
ど
を
考
慮
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
園
に
お
け
る
子
ど
も
に
と
っ
て
の
よ
り
良
い
環
境
づ
く
り
に
子
ど
も
と
共
に
取
り
組
み
ま

す
。

（
２
）
夢
中
に
な
っ
て
遊
び
こ
む
こ
と
に
よ
る
育
ち
を
大
切
に
し
ま
す
。

・
子
ど
も
は
遊
び
の
中
で
多
様
な
物
事
と
の
出
会
い
や
気
付
き
を
通
し
て
、「

な
ぜ
」「

ど
う
し
て
」

な
ど
と
試
行
錯
誤
や
探
求
を
繰
り
返
し
ま
す
。
夢
中
に
な
っ
て
遊
び
こ
む
こ
と
で
、
育
み
た
い

資
質
・
能
力
、「

幼
児
期
の
終
わ
り
ま
で
に
育
っ
て
ほ
し
い
姿
」（

10
の
姿
）
が
総
合
的
に
育
ち

ま
す
。
保
育
者
は
そ
の
姿
や
学
び
の
姿
を
日
々
の
振
り
返
り
を
通
し
て
捉
え
な
が
ら
、
よ
り
良

い
保
育
を
目
指
し
ま
す
。

（
３
）
保
育
者
の
重
要
な
仕
事
は
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
よ
さ
を
発
見
し
、
育
て
る
こ
と
で
す
。

・
保
育
者
は
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
姿
に
驚
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
さ
を
発
見
す
る
こ
と
に
努
め
る
こ
と
で
、
受
容
的
・
応
答
的
に
関
わ
る
こ
と
が

で
き
、
信
頼
関
係
の
形
成
に
つ
な
が
り
ま
す
。

・
保
育
者
自
身
が
子
ど
も
と
共
に
楽
し
み
、
対
話
し
、
振
り
返
り
、
考
え
な
が
ら
関
わ
る
中
で
専
門
性
を
向
上
さ
せ
、
子
ど
も
が
安
心
し
て
遊
び
こ

め
る
環
境
を
つ
く
り
ま
す
。

・
園
内
で
、
保
育
者
同
士
が
保
育
に
つ
い
て
語
り
合
う
場
を
作
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
育
者
が
捉
え
た
子
ど
も
の
育
ち
や
学
び
を
共
有
し
な
が
ら
、
同

僚
性
を
高
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
し
て
、
子
ど
も
の
育
ち
を
家
庭
や
地
域
に
伝
え
て
い
く
こ
と
も
保
育
者
と
し
て
の
重
要
な
役
割
で
す
。

○
健
康
な
心
と
体
 

 ○
自
立
心
 

 ○
協
同
性

○
道
徳
性
・
規
範
意
識
の
芽
生
え

○
社
会
生
活
と
の
関
わ
り
 

 ○
思
考
力
の
芽
生
え

○
自
然
と
の
関
わ
り
・
生
命
尊
重

○
数
量
や
図
形
、
標
識
や
文
字
な
ど
へ
の
関
心
・
感
覚

 
○
言
葉
に
よ
る
伝
え
合
い
 

 ○
豊
か
な
感
性
と
表
現

幼
児
期
の
終
わ
り
ま
で
に
育
っ
て
ほ
し
い
姿
 

（
１
）
保
育
者
は
、
乳
幼
児
期
な
ら
で
は
の
「
今
で
き
る
こ
と
」
を
大
切
に
す
る
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
に
現
れ
て
く
る
資
質
・
能
力
と
そ
の
現
れ
と
し
て

の
「
幼
児
期
の
終
わ
り
ま
で
に
育
っ
て
ほ
し
い
姿
」
の
芽
生
え
を
手
が
か
り
に
し
て
、
子
ど
も
の
成
長
の
様
子
を
小
学
校
に
伝
え
た
り
、
必
要
な
支
援
の

引
継
ぎ
を
し
た
り
し
ま
す
。

（
２
）
小
学
校
で
は
、
乳
幼
児
期
の
子
ど
も
の
成
長
の
様
子
を
受
け
止
め
、
子
ど
も
の
安
心
感
と
主
体
性
を
大
切
に
し
た
「
ス
タ
ー
ト
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
を
行

い
、
乳
幼
児
期
に
培
っ
た
力
が
教
科
等
の
学
習
で
も
存
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
ま
す
。

①
知
識
及
び
技
能
 

②
思
考
力
、
 

判
断
力
、
表
現
力
等
 

③
学
び
に
向
か
う
力
 

・
人
間
性
等
 

【
育

み
た

い
資

質
・

能
力

】（
学
び
の
芽
生
え
）

 

①
知
識
及
び
技
能
の
基
礎
 
②
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
の
基
礎
 
③
学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等

【
非

認
知

能
力

】
 

○
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
、
自
分
な
り
の
方
法
で
取
り
組
む

こ
と
。

○
や
り
た
い
こ
と
に
向
か
っ
て
粘
り
強
く
取
り
組
む
こ
と
。

○
喜
び
や
悲
し
み
を
仲
間
と
共
感
し
た
り
、
多
様
さ
を
受
け
入

れ
た
り
す
る
こ
と
。

○
思
い
通
り
に
行
か
な
く
て
も
気
持
ち
を
切
り
替
え
て
新
し

い
工
夫
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

○
経
験
を
通
し
て
自
分
に
自
信
を
も
つ
こ
と
。

  
な
ど

【
認

知
能

力
】

 
○
知
識
、
思
考
、
経
験
を
獲
得
す
る
精
神
的
能

力
。

○
獲
得
し
た
知
識
を
基
に
解
釈
し
、
考
え
、

未
知
の
こ
と
を
推
測
・
予
測
す
る
こ
と
。

○
記
憶
力
。
 
○
考
え
る
力
。
 

○
概
念
化
す
る
こ
と
。
 
 

○
身
近
な
も
の
の
特
徴
に
気
付
く
。
 
な
ど
 
 

乳
幼
児
期
に
培
っ
た
「
学
び
の
芽
生
え
」
は
、
小
学
校
低
学
年
で
育
つ
「
自
覚
的
な
学
び
」
の
基
盤
に
な
り
ま
す
。
 

幼
保
小
連
携
事
業
等
の
機
会
を
活
用
し
て
、
保
育
・
教
育
施
設
と
小
学
校
と
が
顔
の
見
え
る
関
係
を
築
き
、
円
滑
な
接

続
に
つ
な
げ
ま
す
。
 

夢
中
に
な
っ
て
 

遊
び
こ
む
 

1
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２ 公定価格の令和２年度の変更点 

本資料の内容は全て案となっております。市会での予算議決等を経て確定します。 
 
（１）公定価格の変更内容について 

①土曜日に閉所する場合の減算調整の見直し（保育所、認定こども園（２・３号）、家庭的保

育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業）（参考：P11） 

 月の全ての土曜日に閉所する場合に限り適用している減算調整について、その月の土曜日に閉

所する日数（注１）に応じて設定する割合により段階的に減算する仕組みに見直します。 

また、開所していても保育の提供がない場合（注１）には、閉所しているものとして取り扱いま

す。 

（注１）当月１日時点の状況（予定）により判断します。実際の実施状況（実績）によるものではあり

ません。 

 

＜参考：公定価格が減算となるケース（※段階的に減算される場合を含む）＞ 

 （ア）土曜日に 11時間以上の開所をする旨を届け出ていない場合 

    「全ての土曜日を閉所する場合」に該当し、減算されます。 
 （イ）土曜日に 11時間以上の開所をする旨の届出をしているが、当該月の全ての土曜日に保育の利用

希望がなく、保育を提供していない場合（開所・閉所を問わず） 

    「全ての土曜日を閉所する場合」に該当し、減算されます。 
 （ウ）土曜日に 11時間以上の開所をする旨の届け出をしているが、当該月の土曜日で、保育の利用希

望があって保育を提供（注２）している日と、保育の利用希望がなく保育を提供しない日が混在する

場合 

    「保育の利用希望が無く保育を提供しない日」については、開所・閉所を問わず、「閉所」扱い

となり、閉所日数に応じ減算されます。 
   （注２）「利用者のニーズに合わせ土曜日において必要とされる時間のみ開所し保育を提供する場合」を含

む 

 

※詳細は別添通知（公定価格における「土曜日に閉所する場合の減算調整」の見直しに伴う対応に

ついて（通知））参照 
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内閣府：子ども・子育て支援新制度説明会【都道府県等説明会】資料引用 
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②チーム保育加配加算の算定方法の改善（認定こども園）（参考：P11） 

 認定こども園におけるチーム保育加配加算について、認定こども園として３歳以上子ども（１

号認定及び２号認定）にチーム保育を安定して提供できるよう、１号認定子ども１人当たりの

単価から３歳以上子ども１人当たりの単価に算定方法を見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府：子ども・子育て支援新制度説明会【都道府県等説明会】資料引用 

③夜間保育加算の拡充 (保育所、認定こども園（２・３号）、小規模保育事業（A型・B型のみ）、

事業所内保育事業)  

夜間保育所のより安定した経営の構築のため、夜間保育加算の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府：子ども・子育て支援新制度説明会【都道府県等説明会】資料引用 
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④栄養管理加算の拡充（幼稚園、保育所、認定こども園（２・３号）、家庭的保育事業、小規

模保育事業、事業所内保育事業）（参考：P12） 

現行、栄養士の雇用形態に関わらず一律で年額１２万円となっている栄養管理加算について、

公定価格上算定されている調理員とは別に施設に勤務する栄養士を雇用した場合（調理員と兼

務する者を除く）には週３日程度の費用に加算額を引き上げます（「配置」）。 

また、栄養士が、公定価格上算定されている調理員を兼務している場合についても一定額を

加算することとします（「兼務」）。 

加えて、これまで３月の公定価格のみに加算することとしていた仕組みを見直し、各月の公

定価格に加算することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府：子ども・子育て支援新制度説明会【都道府県等説明会】資料引用 
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⑤チーム保育推進加算の要件緩和（保育所）（参考：P13） 

保育所におけるチーム保育推進加算の取得に必要となる職員の経験年数に関する要件につい

て、「１５年以上」から「１２年以上」に緩和します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府：子ども・子育て支援新制度説明会【都道府県等説明会】資料引用 

⑥給食実施加算の見直し（幼稚園、認定こども園（１号））（参考：P13） 

自園の設備を活用してきめ細かな栄養・衛生管理の下で調理する場合の加算額を充実します。

また、外部搬入により給食を提供する場合の加算額を見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府：子ども・子育て支援新制度説明会【都道府県等説明会】資料引用 

内閣府：子ども・子育て支援新制度説明会【都道府県等説明会】資料引用 
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⑦主幹教諭等専任加算の要件緩和（幼稚園、認定こども園（１号））（参考：P14・15） 

主幹教諭等専任加算の取得に必要となる複数の事業実施の要件に、幼小連携に関する取組を

追加します。また、認定こども園の減算調整に係る要件についても、併せて同様に見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府：子ども・子育て支援新制度説明会【都道府県等説明会】資料引用 

⑧施設関係者評価加算の見直し（幼稚園、認定こども園（１号）） （参考：P16） 

公開保育と一体的に学校関係者評価を実施する場合の加算額を拡充します。 

また、実施が義務付けられている自己評価を行っていない場合には、加算を適用しないよう

見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府：子ども・子育て支援新制度説明会【都道府県等説明会】資料引用 
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⑨処遇改善等加算Ⅰ及びⅡ（全施設・事業所共通） 

 ア 処遇改善等加算Ⅱの要件緩和 

施設・事業所の実態に即したより柔軟な賃金改善が可能となるよう、月額４万円の賃金改善が

必要な職員数について、現行の「月額４万円に係る加算額の算定対象人数（人数Ａ）の１／２

（端数切捨て）以上」から「１人以上」に引き下げます。 

※職員の数が少なく、現行でも月額４万円の賃金改善が必要な職員数が零人となっている事業

所については、引き続き零人とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府：子ども・子育て支援新制度説明会【都道府県等説明会】資料引用 

 

イ 処遇改善等加算における基準年度の見直し 

処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ共通で、賃金改善の算定起点となる基準年度を「加算当年度の前年度」

に見直しが行われる予定です。 

※詳細は、国から通知があり次第、内容を整理し別途お知らせします。 
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⑩所長設置加算・管理者設置加算の基本分単価への組入れ（保育所、小規模保育事業、事業所

内保育事業）（参考：P17・18） 

 施設長・管理者の人件費相当額について、現行の所長設置加算・管理者設置加算から基本分

単価に組み入れます。 

併せて、施設長・管理者が設置されていない場合の減算調整措置を設け、現行の所長設置加

算・管理者設置加算の要件を満たさない施設・事業所については、施設長・管理者の人件費相

当額を減額します。（「施設長・管理者を配置していない場合」の調整項目） 

 

＜減額調整措置の適用要件＞ 

施設長（管理者）が以下のいずれかに当てはまる場合 

・児童福祉事業等に２年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者では

ない場合 

・常時実際にその施設の運営管理の業務に専従していない場合 

・委託費又は給付費からの給与支出がない場合 

 

※上記調整項目の対象とならない場合でも、施設長（管理者）が変更となった場合には、「対象

職員の履歴書」もしくは「研修等受講修了書」をご提出ください。 

 

⑪減価償却費加算に係る地域区分の改善（保育所、認定こども園（２・３号）、家庭的保育事

業、小規模保育事業、事業所内保育事業）（参考：P18） 

地域区分（４区分）を廃止し、加算額を最も高い区分の単価に統一します。 

 ※「標準」又は「都市部」の２区分となり、横浜市は「都市部」に該当します。 

 

⑫幼保連携型認定こども園における施設長に係る加算調整措置の廃止（認定こども園） 

 平成27年度の制度施行後も引き続き２人の施設長を配置している幼保連携型認定こども園に

対する加算調整措置（施設長1人分の人件費相当額を加算）について、経過措置期間（令和２年

３月31日まで）の終了に伴い廃止します。 

 

⑬入所児童処遇特別加算の名称変更（保育所、認定こども園(２・３号)） 

高齢者等を非常勤職員として雇用した場合に加算される「入所児童処遇特別加算」について、

名称を「高齢者等活躍促進加算」に変更します。 

 

（２）定員を恒常的に超過する場合の調整項目について（保育所、認定こども園（２・３号）、

小規模保育事業、事業所内保育所）（参考：P19） 

直前の連続する５年度間常に利用定員を超えており、かつ、各年度の年間平均在所率が 120％

以上の状態にある場合に適用される「定員を恒常的に超過する場合」の調整項目（減算項目）

が、２・３号認定について令和２年度から適用になります。 

※調整の適用を受ける施設について、下記のいずれかに該当する場合、調整の適用がなくなり

ます。 

・指導監督等を通じて利用定員の見直しが行われた場合 

・地域における需要の動向等を踏まえて当該年度における年間平均所在率が 120％以上の状

態にならないものと認められる場合 
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※届出に疑義がある場合、個別に照会をさせていただく場合があります。 

 

（３）様式の変更について 

公定価格の変更等に伴い請求様式の変更を予定しています。 

変更となる様式については、３月下旬頃にＨＰに掲載予定ですので、令和２年度請求分か

らは新様式をご使用ください。 

【現時点で変更予定の様式】 

 ・公定価格加算・調整項目届出書  

・雇用状況表  

・施設関係者評価実施届※ 

・入所児童処遇特別加算（申請・報告）書※ 

・入所児童特別加算月別雇用時間内訳書※ 
・小学校接続加算実施報告書※ 

※については、３月分加算項目のご依頼の際に掲載いたします。 

 

＜給付費の額の通知について＞ 

私立保育所以外のすべての給付対象施設・事業者は、「横浜市特定教育・保育及び特定地域

型保育事業の運営の基準に関する条例」に基づき、教育・保育給付認定保護者に対し、給付費

の額を通知しなければなりません。給付費の額の通知については、１年分をまとめて通知する

ことも可能となっております。 

通知例等については、下記ＨＰに掲載がございますので適宜ご確認ください。 

「平成28年４月14日付『法定代理受領にかかる施設型給付費等の額の支給認定保護者への通

知について（周知）』」 

 ＜ＵＲＬ＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/iko/jigyosha.html#hout

eidairijuryo  

横浜市トップページ＞事業者向け情報＞業種分野別から選ぶ「子育て」＞子ども・子育て支援

新制度への移行案内＞事業者の皆さまへ＞法定代理受領にかかる施設型給付費等の額の支給

認定保護者への通知について 
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①
 
土
曜
日
に
閉
所
す
る
場
合
【
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
（
２
・
３
号
）
、
家
庭
的
保
育
事
業
、
小
規
模
保

育
事
業
、
事
業
所
内
保
育
事
業
】
 

  
 
土
曜
日
に
閉
所
す
る
場
合
、
土
曜
開
所
に
係
る
費
用
を
定
率
で
調
整
し
ま
す
。
 

※
２
・
３
号
認
定
子
ど
も
を
受
け
入
れ
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
土
曜
日
を
含
む
週
６
日
間
の

開
所

が
求

め
ら

れ
る

施
設

で
あ

る
こ

と
か

ら
土

曜
日

に
係

る
保

育
の

利
用

希
望

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら

ず
閉
所
す
る
こ
と
は
原
則
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
は
、
国
よ
り
当
該
調
整
の
適
用
と
併
せ
て
、
市
町
村

に
お
い
て
指
導
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

 
（
１
）
調
整
の
適
用
を
受
け
る
施
設
の
要
件
 

以
下
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
施
設
に
つ
い
て
、
調
整
を
適
用
し
ま
す
。
 

 

□
施
設
を
利
用
す
る
保
育
認
定
子
ど
も
に
つ
い
て
、
土
曜
日
（
国
民
の
祝
日
及
び
休
日
を
除
く
。
以
下
同

じ
）
に
係
る
保
育
の
利
用
希
望
が
無
い
（
注
１
）
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
当
該
月
の
土
曜
日
に
閉
所
す

る
日
が
あ
る
（
注
２
）
。
 

□
本
市
に
土
曜
日
の
開
所
時
間
が

1
1
時
間
未
満
で
あ
る
旨
を
届
け
出
て
い
る
。
 

 

(
注
１
)
開
所
し
て
い
て
も
、
保
育
の
提
供
が
な
い
場
合
に
は
閉
所
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
ま

す
。
 

(
注
２
)
閉
所
日
数
は
当
月
１
日
時
点
の
状
況
に
よ
り
判
断
し
ま
す
。
実
際
の
実
施
状
況
(
実
績
)
に
よ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 ※
「
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
土
曜
日
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
時
間
の
み
開
所
し
保
育
を
提
供
す

る
場
合
」
は
、
保
育
の
利
用
希
望
が
あ
り
、
保
育
の
提
供
が
あ
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。
 

※
自

施
設

は
土

曜
日

に
閉

所
し

、
他

施
設

・
事

業
所

、
保

育
所

等
の

本
園

と
分

園
で

土
曜

日
共

同
保

育

を
実
施
し
て
い
る
場
合
は
開
所
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、「

保

育
の

利
用

希
望

が
無

く
保

育
を

提
供

し
な

い
日

」
に

つ
い

て
は

開
所

・
閉

所
を

問
わ

ず
、

「
閉

所
」

扱
い
と
な
り
、
調
整
の
適
用
対
象
と
な
り
ま
す
。
 

 
 

 
※

開
所

時
間

の
変

更
に

つ
い

て
は

、
各

施
設

・
事

業
種

別
の

「
延

長
保

育
事

業
実

施
（

変
更

）
届

」
に

て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

 （
２
）
調
整
の
適
用
を
受
け
る
施
設
の
認
定
 

調
整
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
書
類
に
よ
り
確
認
し
ま
す
。

 
 

必
要
書
類
 

備
考
 

公
定
価
格
加
算
・
調
整
項
目
届
出
書
 

（
第
４
号
様
式
）
 

 

土
曜
日
共
同
保
育
年
間
計
画
書
（
届
出
・
変
更
）（

写
）
 
 

  

 

 
（
３
）
調
整
額
の
算
定
 

 
 
 
 
調
整
額
は
、
適
用
さ
れ
る
「
基
本
分
単
価
、
処
遇
改
善
等
加
算

Ⅰ
、
３
歳
児
配
置
改
善
加
算
、
夜
間

保
育
加
算
」
の
額
の
合
計
に
、
地
域
区
分
等
及
び
閉
所
日
数
（
当
該
月
の
土
曜
日
の
う
ち
閉
所
す
る
日

の
数

を
い

う
。

）
に

応
じ

た
調

整
率

を
乗

じ
て

得
た

額
と

し
ま

す
。

（
算

定
し

て
得

た
額

に
1
0
 
円

未

満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
切
り
捨
て
ま
す
。
）
 
 

 
単
価
（
基
本
分
単
価
＋
処
遇
改
善
等
加
算

Ⅰ
＋
３
歳
児
配
置
改
善
加
算
＋
夜
間
保
育
加
算
）
 

×
当
該
月
の
土
曜
日
に
閉
所
し
た
日
数
に
応
じ
た
割
合
（
定
員
区
分
よ
り
異
な
る
）
 

 ②
 
チ
ー
ム
保
育
加
配
加
算
【
認
定
こ
ど
も
園
（
１
・
２
号
）
】
 

  
（
１
）
加
算
の
要
件
 

以
下
の
要
件
を
全
て
満
た
す
施
設
に
加
算
し
ま
す
。
 

 

□
国
基
準
に
よ
る
必
要
な
保
育
教
諭
等
と
他
の
加
算
等
の
数
を
超
え
て
、
保
育
教
諭
等
（
幼
稚
園
教
 

諭
の
免
許
状
を
有
す
る
が
教
諭
等
の
発
令
を
受
け
て
い
な
い
教
育
補
助
者
を
含
む
。
）
を
配
置
し
 

て
い
る
。
 

□
副
担
任
等
の
学
級
担
任
以
外
の
保
育
教
諭
等
を
配
置
す
る
、
少
人
数
の
学
級
編
制
を
行
う
な
ど
３
歳

以
上
子
ど
も
（
認
定
こ
ど
も
園
全
体
の
教
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も
及
び
保
育
（
２
号
）
認
定
子
ど

も
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

に
対

し
、

低
年

齢
児

を
中

心
と

し
て

小
集

団
化

し
た

グ
ル

ー
プ

教
育

を

実
施
し
て
い
る
。
 

※
加

配
人

数
は

、
３

歳
以

上
子

ど
も

に
係

る
利

用
定

員
の

区
分

ご
と

の
上

限
人

数
（

注
１

）
の

範
囲

内

で
、
必
要
保
育
教
諭
等
の
数
を
超
え
て
配
置
す
る
保
育
教
諭
等
の
数
（
注
２
）
と
し
ま
す
。
 

 （
注

１
）

３
歳

以
上

子
ど

も
に

係
る

利
用

定
員

の
区

分
ご

と
の

上
限

人
数

（
雇

用
状

況
表

の
参

考

様
式
に
よ
り
計
算
）
 

4
5
人
以
下
：
１
人
、
 
 
 
 
 
 
 
4
6
人
以
上

1
5
0
人
以
下
：
２
人
、
 

1
5
1
人
以
上

2
4
0
人
以
下
：
３
人
、
 
2
4
1
人
以
上

2
7
0
人
以
下
：
３
．
５
人
 

2
7
1
人
以
上

3
0
0
人
以
下
：
５
人
、
 
3
0
1
人
以
上

4
5
0
人
以
下
：
６
人
、
 

4
5
1
人
以
上
：
８
人
 

（
注

２
）

「
必

要
保

育
教

諭
等

の
数

」
を

超
え

て
配

置
す

る
教

員
数

に
応

じ
、

以
下

の
と

お
り

取

り
扱
う
こ
と
と
す
る
。
（
雇
用
状
況
表
へ
の
入
力
内
容
に
よ
り
自
動
計
算
）
 

①
 
常
勤
換
算
人
数
（
小
数
点
第
２
位
以
下
切
り
捨
て
、
小
数
点
第
１
位
四
捨
五
入
 
前
）

に
よ

る
配

置
教

員
数

か
ら

必
要

教
員

数
を

減
じ

て
得

た
員

数
が

３
人

未
満

の
場

合
小

数
点
第
１
位
を
四
捨
五
入
し
た
員
数
と
す
る
。
 

（
例
）
２
．
３
人
の
場
合
、
２
人
 

②
 
常

勤
換

算
人

数
（

小
数

点
第

２
位

以
下

切
り

捨
て

、
小

数
点

第
１

位
四

捨
五

入
前

）

に
よ

る
配

置
教

員
数

か
ら

必
要

教
員

数
を

減
じ

て
得

た
員

数
が

３
人

以
上

の
場

合
小

数
点

第
１

位
が

１
又

は
２

の
と

き
は

小
数

点
第

１
位

を
切

り
捨

て
、

小
数

点
第

１
位

が
３

又
は

４
の

と
き

は
小

数
点

第
１

位
を

０
．

５
と

し
、

小
数

点
第

１
位

が
５

以
上

の
と
き
は
小
数
点
第
１
位
を
切
り
上
げ
て
得
た
員
数
と
す
る
。
 

（
例
）
3
.
2
人
の
場
合
→
3
人
、
3
.
4
人
の
場
合
→
3
.
5
人
、
3
.
6
人
の
場
合
→
4
人
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（
２
）
加
算
の
認
定
 

加
算
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
書
類
に
よ
り
確
認
し
ま
す
。
 

必
要
書
類
 

備
考
 

公
定
価
格
加
算
・
調
整
項
目
届
出
書
 

（
第
４
号
様
式
）
 

  

雇
用
状
況
表
 

（
第
２
号
様
式
）
 

  

 （
３
）
加
算
額
の
算
定
 

 
 
 
加
算
額
は
、
３
歳
以
上
子
ど
も
の
利
用
定
員
の
区
分
に
応
じ
た
単
価
に
、
チ
ー
ム
保
育
加
配
加
算
の

加
配
人
数
を
乗
じ
た
額
を
児
童
一
人
あ
た
り
の
単
価
と
し
て
算
定
さ
れ
ま
す
。
 

（
処
遇
改
善
等
加
算
Ⅰ
の
適
用
あ
り
）
 

 ④
 
栄
養
管
理
加
算
【
幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
（
２
・
３
号
）
、
家
庭
的
保
育
事
業
、
小
規
模
保
育

事
業
、
事
業
所
内
保
育
事
業
】
 

 （
１
）
加
算
の
要
件
 
 

 
 
 
以
下
の
要
件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
施
設
に
加
算
し
ま
す
。
 

  
 
□
食
事
の
提
供
に
あ
た
り
、
栄
養
士
の
知
識
等
を
活
用
（
注
１
）
し
て
、
栄
養
士
か
ら
献
立
や
ア
レ
ル
ギ
 

 
 
 
ー
、
ア
ト
ピ
ー
等
へ
の
助
言
や
保
護
者
と
の
面
談
、
食
育
等
に
関
す
る
活
動
（
注
２
）
を
月
１
回
以
上
 

 
 
 
行
っ
て
い
る
。
 

（
注
１
）
栄
養
士
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
雇
用
形
態
を
問
わ
ず
、
嘱
託
す
る
場
合
や
、
調
理
員
と
し
て
栄
養

士
を
雇
用
し
て
い
る
場
合
も
対
象
と
な
る
。
 

（
注

２
）

食
育

等
に

関
す

る
活

動
と

は
、

児
童

や
保

護
者

を
対

象
と

し
た

食
育

に
関

す
る

講
座

や
食

育
活

動
 

等
と
す
る
。
 

 
 

（
２
）
加
算
の
認
定
 

加
算
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
書
類
に
よ
り
確
認
し
ま
す
。
 

必
要
書
類
 

備
考
 

公
定
価
格
加
算
・
調
整
項
目
届
出
書
 

（
第
４
号
様
式
）
 

 

雇
用
状
況
表
 

（
第
２
号
様
式
）
 

 

加
算
対
象
者
の
雇
用
契
約
書
（
写
）
 

※
（

３
）
（

ア
）
「

配
置

」
を

適
用

す
る

場

合
の
み
提
出
 

 

・
雇
用
開
始
日
及
び
栄
養
士
と
し
て
雇
用
（
調

理
員
と
の
兼
務
を
除
く
）
す
る
旨
が
確
認
で
き

る
も
の
を
提
出
願
い
ま
す
。
 

・
初

め
て

加
算

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

月
に

提
出
 

 

（
３
）
加
算
額
の
算
定
 

加
算
額
は
、
以
下
に
掲
げ
る
栄
養
士
の
配
置
等
の
形
態
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
計
算
式
に
よ

り
算

出
さ

れ
た

額
（

算
定

し
て

得
た

額
に

1
0
 
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

は
切

り
捨

て
る

。
）

を
児

童
一
人
あ
た
り
の
単
価
と
し
、
加
算
し
ま
す
。
 

（
ア
）
配
置
（
注
１
）
 

定
め
ら
れ
た
基
本
額
と
、
処
遇
改
善
等
加
算
Ⅰ
の
単
価
に
加
算
率
×
1
0
0
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
 

計
し

、
そ

の
合

計
額

を
各

月
初

日
の

利
用

子
ど

も
数

（
合

計
）

で
除

し
て

得
た

額
を

児
童

一
人

あ
た

り
の
単
価
と
し
、
加
算
し
ま
す
。
 

（
イ
）
兼
務
（
注
２
）
 

定
め
ら
れ
た
基
本
額
と
、
処
遇
改
善
等
加
算
Ⅰ
の
単
価
に
加
算
率
×
1
0
0
を
乗
じ
て
得
た
額
 

を
合

計
し

、
そ

の
合

計
額

を
各

月
初

日
の

利
用

子
ど

も
数

（
合

計
）

で
除

し
て

得
た

額
を

児
童

一
人

あ
た
り
の
単
価
と
し
、
加
算
し
ま
す
。
 

 
 
 
（
ウ
）
嘱
託
（
注
３
）
 

定
め
ら
れ
た
基
本
額
に
、
各
月
初
日
の
利
用
子
ど
も
数
で
除
し
て
得
た
額
を
児
童
一
人
あ
た
り
の
 

単
価
と
し
、
加
算
し
ま
す
。
 

 

（
注

１
）

本
加

算
に

係
る

栄
養

士
が

雇
用

契
約

等
に

よ
り

施
設

に
配

置
さ

れ
て

い
る

場
合

を
い

う

（
調
理
員
と
兼
務
し
て
い
る
場
合
を
除
く
）
。
※
派
遣
の
場
合
を
含
む
 

（
注

２
）

基
本

分
単

価
及

び
他

の
加

算
の

認
定

に
当

た
っ

て
求

め
ら

れ
る

職
員

（
給

食
実

施
加

算

の
適
用
施
設
に
お
い
て
雇
用
等
さ
れ
る
調
理
員
を
含
む
。
）
が
本
加
算
に
係
る
栄
養
士
と

し
て
の
業
務
を
兼
務
し
て
い
る
場
合
を
い
う
。
 

（
注

３
）

配
置

又
は

兼
務

に
該

当
す

る
場

合
を

除
き

、
本

加
算

に
係

る
栄

養
士

と
し

て
の

業
務

を

嘱
託
等
す
る
場
合
等
を
い
う
。
 

（
例
：
法
人
本
部
で
雇
用
し
、
他
施
設
を
兼
務
す
る
場
合
・
調
理
業
務
を
委
託
し
、
受

託
事
業
者
に
栄
養
士
が
い
る
場
合
）
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⑤
 
チ
ー
ム
保
育
推
進
加
算
【
保
育
所
】
 

 （
１
）
加
算
の
要
件
 

 
 
 
以
下
の
要
件
を
全
て
満
た
す
施
設
に
加
算
し
ま
す
。

 
 

□
必
要
保
育
士
数
（
基
本
分
単
価
及
び
他
の
加
算
の
認
定
に
当
た
っ
て
求
め
ら
れ
る
数
）
を
超
え
て
保
育

士
を
配
置
し
て
い
る
。

 
□
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
だ
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
の
位
置
付
け
等
チ
ー
ム
保
育
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
（
注
１
）

 
□
職
員
の
平
均
経
験
年
数
が

1
2
年
以
上
で
あ
る
。
（
注
２
）

 
□
当
該
加
算
に
よ
る
増
収
は
、
保
育
士
の
増
員
や
、
当
該
保
育
所
全
体
の
職
員
の
賃
金
改
善
に
充
て
る
こ

と
 

（
注

１
）

チ
ー

ム
保

育
体

制
の

整
備

と
は

、
Ⅱ

の
６

．
（

２
）
、
（

ア
）

の
年

齢
別

配
置

基
準

（
３

歳
児

配
置

改
善
加
算
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
配
置
基
準
）
を
超
え
て
、
主
に
３
～
５
歳
児
に
つ
い
て
複

数
保
育
士
に
よ
る
保
育
体
制
の
構
築
を
い
う
。

 
（
注
２
）
職
員
の
平
均
経
験
年
数
に
つ
い
て
は
、
処
遇
改
善
等
加
算
Ⅰ
に
お
け
る
職
員
１
人
当
た
り
の
平
均

経
験
年
数
を
も
っ
て
確
認
す
る
こ
と
。
（
当
該
年
度
の
経
験
年
数
が
対
象
で
す
。
）
 

 
（
２
）
加
算
の
認
定
 

 
 
 
加
算
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
書
類
に
よ
り
確
認
し
ま
す
。

 
 

必
要
書
類
 

備
考
 

公
定
価
格
加
算
・
調
整
項
目
届
出
書
 

（
第
４
号
様
式
）
 

  

雇
用
状
況
表
 

（
第
２
号
様
式
）
 

  

加
算

率
認

定
申

請
書

（
処

遇
改

善
等

加
算

Ⅰ
）
 

令
和
２
年
４
月
３
日
ま
で
に
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。
 

 
※
平
均
経
験
年
数
に
つ
い
て
、
処
遇
改
善
等
加
算
Ⅰ
に
係
る
加
算
率
認
定
の
通
知
が
届
く
ま
で
は
各

 
施
設
・
事
業
所
で
「
加
算
率
認
定
申
請
書
（
処
遇
改
善
等
加
算
Ⅰ
）
」
を
基
に
算
定
し
て
く
だ

 
さ
い
。
市
の
通
知
に
お
い
て
平
均
経
験
年
数
に
修
正
が
あ
っ
た
場
合
は
、
給
付
費
の
過
誤
再
請
求

 
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 
 

（
３
）
加
算
額
の
算
定
 

加
算
額
は
、
定
員
区
分
及
び
年
齢
区
分
に
応
じ
た
、
児
童
一
人
あ
た
り
の
単
価
で
算
定
さ
れ
ま
す
。
 

（
処
遇
改
善
等
加
算
Ⅰ
の
適
用
あ
り
）
 

     

（
４
）
実
績
の
報
告
に
つ
い
て
 
 

 
 
 
加
算
の
適
用
を
受
け
た
施
設
は
、
年
度
終
了
後
、
加
算
額
の
実
績
や
加
算
額
の
使
途
（
保
育
士
増
員
や
職

員
の
賃
金
改
善
）
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
 

 
※
必
要
に
応
じ
て
実
績
報
告
を
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 
 
 
 
な
お
、
加
算
額
の
実
績
と
（
１
）
の
要
件
に
掲
げ
る
職
員
の
賃
金
改
善
に
よ
る
支
出
と
を
比
較
し
て
差
額

が
生
じ
た
場
合
に
は
、
翌
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
全
額
を
一
時
金
等
に
よ
り
賃
金
改
善
に
充
て
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

 
 

⑥
給

食
実

施
加

算
【

幼
稚

園
・

認
定

こ
ど

も
園

（
１
号
）
】

 

 

（
１
）
加
算
の
要
件
 

以
下
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
施
設
に
加
算
し
ま
す
。
 

 

□
給
食
を
実
施
し
て
い
る
。
（
実
施
方
法
は
業
務
委
託
、
外
部
搬
入
等
は
問
い
ま
せ
ん
。
）
 

⇒
「
週
当
た
り
実
施
日
数
」
に
応
じ
た
加
算
と
な
り
ま
す
。
 

「
週

当
た

り
実

施
日

数
」

は
、

修
業

期
間

中
の

平
均

的
な

月
当

た
り

実
施

日
数

を
４

（
週

）
で

除
し

て
算
出
（
小
数
点
第
１
位
を
四
捨
五
入
）
す
る
こ
と
と
し
、
子
ど
も
全
員
に
給
食
を
提
供
で
き
る
体
制

を
と
っ
て
い
る
日
を
実
施
日
と
み
な
し
ま
す
。
 

保
護

者
が

弁
当

持
参

を
希

望
す

る
な

ど
に

よ
り

給
食

を
利

用
し

な
い

子
ど

も
が

い
る

場
合

も
実

施

日
に
含
み
ま
す
。
 

年
間
に
必
要
な
経
費
を
平
準
化
し
て
単
価
を
設
定
し
て
い
る
た
め
、
長
期
休
業
期
間
も
加
算
の
対
象

に
な
り
ま
す
 

 

（
２
）
加
算
の
認
定
 

加
算
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
書
類
に
よ
り
確
認
し
ま
す
。
 

 

必
要
書
類
 

備
考
 

公
定
価
格
加
算
・
調
整
項
目
届
出
書
 

（
第
４
号
様
式
）
 

  

給
食
の
実
施
状
況
が
わ
か
る
資
料
 

（
例
）
 

「
保
護
者
向
け
お
た
よ
り
」「

献
立
表
」

な
ど
 

 初
め
て
加
算
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
月
に
提
出
 

※
前
年
度
以
前
に
提
出
し
、
変
更
が
な
い
場
合
も
今

年
度
に
再
度
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

給
食

の
実

施
形

態
の

別
が

わ
か

る
資

料
 

※
（

３
）
ア

を
適

用
し

、
調

理
業

務
を

第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
）
 

（
例
）
委
託
契
約
書
な
ど
 

 

初
め
て
加
算
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
月
に
提
出
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（
３
）
加
算
額
の
算
定
 

 
 
 
 
加
算
額
は
、
定
員
区
分
、
以
下
の
給
食
の
実
施
形
態
の
別
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
単
価
及
び
週
当
た

り
の
給
食
実
施
日
数
に
応
じ
た
児
童
一
人
あ
た
り
の
単
価
で
算
定
さ
れ
ま
す
。
（
処
遇
改
善
等
加
算
Ⅰ

の
適
用
あ
り
）
 

（
ア
）
施
設
内
の
調
理
設
備
を
使
用
し
て
き
め
細
か
に
調
理
を
行
っ
て
い
る
場
合
（
注
１
）
 

（
イ
）
施
設
外
で
調
理
し
て
施
設
に
搬
入
す
る
方
法
に
よ
り
給
食
を
実
施
し
て
い
る
場
合
（
注
２
）
 

（
注

１
）

施
設

の
職

員
が

調
理

を
行

っ
て

い
る

場
合

の
ほ

か
、

安
全

・
衛

生
面

、
栄

養
面

、
食

育
等

の
観

点
か

ら
施

設
の

管
理

者
が

業
務

上
必

要
な

注
意

を
果

た
し

得
る

よ
う

な
体

制
及

び
契

約
内

容
に

よ
り

、
調

理

業
務

を
第

三
者

に
委

託
す

る
場

合
を

含
む

。
 

（
注

２
）

搬
入

後
に

施
設

内
に

お
い

て
喫

食
温

度
ま

で
加

温
し

提
供

す
る

場
合

を
含

む
。

 

                                 

⑦
 
主
幹
教
諭
等
専
任
加
算
【
幼
稚
園
】
 

 
 
 
 

（
１
）
加
算
の
要
件
 

 
 
 
 

 以
下
の
要
件
を
満
た
し
て
お
り
、
さ
ら
に
【
対
象
事
業
等
】
を
２
つ
以
上
実
施
し
て
い
る
施
設
に
加
算

し
ま
す
。

 
 
 
 

 □
基
準
幼
稚
園
教
職
員
配
置
を
超
え
て
、
主
幹
教
諭
等
を
指
導
計
画
の
立
案
や
地
域
の
子
育
て
支
援
活

 
動
等
の
業
務
に
専
任
さ
せ
る
た
め
の
代
替
職
員
（
非
常
勤
講
師
）
を
配
置
し
て
い
る
（
月

6
0
時
間
以

上
の
勤
務
を
契
約
し
て
い
る
）
。

 
 

【
対
象
事
業
等
】
①
～
⑤
で
２
つ
以
上
実
施
し
て
い
る
こ
と
 

□
①
 
市
や
県
の
補
助
・
助
成
対
象
と
な
っ
て
い
る
幼
稚
園
で
の
預
か
り
保
育
を
実
施
し
て
い
る
 

 
 
 
（
月
の
平
均
対
象
子
ど
も
が
1
人
以
上
）
 

□
②
 
市
や
県
の
補
助
・
助
成
対
象
と
な
っ
て
い
る
子
育
て
支
援
活
動
の
推
進
等
に
よ
る
未
就
園
児
の

 
保
育
や
非
在
園
児
の
預
か
り
保
育
を
実
施
し
て
い
る
(
月
の
平
均
対
象
子
ど
も
が

1
人
以
上
)
 

□
③
 
月
の
初
日
に
満
３
歳
児
が
１
人
以
上
利
用
し
て
い
る

 
□
④
 
月
の
初
日
に
障
害
児
保
育
教
育
対
象
児
童
又
は
特
別
支
援
対
象
児
童
と
区
福
祉
保
健
セ
ン
タ

 
ー
長
が
認
め
た
児
童
が
１
人
以
上
利
用
し
て
い
る

 
 
 
 
□
⑤
 
継
続
的
な
小
学
校
と
の
連
携
・
接
続
に
係
る
取
組
で
、
以
下
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
も
の

 
(ア

)施
設
や
設
置
法
人
の
事
務
分
掌
や
事
務
取
扱
、
規
則
等
に
、
小

学
校

と
の

連
携
・
接
続

の
 
 
担

当
す

る
業

務
が

明
確

に
な

っ
て

い
る

。
ま

た
、

要
録

等
の

作
成

、
送

付
、

保
存

が
さ

れ
て

い

る
。

 
(イ

)幼
保

小
連

携
に

関
す

る
研

修
・

研
究

会
へ

の
参

加
、

授
業

・
行

事
の

見
学

や
参

加
、

小
学

校
 
 

と
の

子
ど

も
及

び
教

職
員

の
交

流
活

動
、

近
隣

の
保

育
・

教
育

施
設

と
の

交
流

な
ど

を
併

せ

て
年

1
0
回
以
上
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
（
小
学
校
と
の
連
携
は
少
な
く
と
も
年
１
回
以
上
実

施
す
る
こ
と
）

 
(ウ

)小
学

校
と

の
接

続
を

見
通

し
た

ア
プ

ロ
ー

チ
カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

を
作

成
し

実
践

し
て

い
る

こ
と

。

作
成
に
あ
た
っ
て
は
「
横
浜
版
接
続
期
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

 令
和
２
年
度
版
 
ア
プ
ロ
ー
チ
カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

作
成

例
」

の
様

式
を

活
用

す
る

。
た

だ
し

、
各

施
設

で
独

自
に

策
定

し
て

い
る

ア

プ
ロ

ー
チ

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

が
同

様
の

内
容

を
満

た
し

て
い

れ
ば

そ
の

様
式

に
替

え
る

こ
と

が

で
き

る
。

現
在

は
完

成
し

て
い

な
い

が
、

策
定

に
着

手
し

て
い

る
場

合
は

、
途

中
経

過
の

わ

か
る
協
議
記
録
等
の
書
類
で
も
可
能
と
す
る
。

 
 

※
①
～
④
に
つ
い
て
、
当
該
要
件
を
満
た
し
た
月
以
降
は
、
同
一
年
度
に
限
り
、
事
業
を
実
施
す
る
体

 
制
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
当
該
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。

 
 
 
 
※
⑤
に
つ
い
て
、
年
度
当
初
に
お
け
る
計
画
に
よ
り
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
４
月
か
ら
年

度
を
通
じ
て
当
該
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
取
り
扱
う
。
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（
２
）
加
算
の
認
定
 

加
算
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
資
料
に
よ
り
確
認
し
ま
す
。
 

 
 
 
 

 

必
要
書
類
 

備
考
 

公
定
価
格
加
算
・
調
整
項
目
届
出
書
 

（
第
４
号
様
式
）
 

 

雇
用
状
況
表
 

（
第
２
号
様
式
の
１
）
 

 

「
横
浜
版
接
続
期
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
 
 

令
和
２
年
度
版
 

ア
プ
ロ
ー
チ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
 

※
⑤
を
適
用
す
る
場
合
 

・
各

施
設

で
独

自
に

策
定

し
て

い
る

ア
プ

ロ
ー

チ
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
が

同
様

の
内

容
を

満
た

し
て

い
れ
ば
そ
の
様
式
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
現

在
は

完
成

し
て

い
な

い
が

、
策

定
に

着
手

し
て

い
る

場
合

は
、

途
中

経
過

の
わ

か
る

協
議

記
録
等
の
書
類
で
も
可
能
と
す
る
。
 

・
初

め
て

加
算

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

月
に

提
出
 

 

（
３
）
加
算
額
の
算
定
 

単
価

表
に

定
め

ら
れ

た
基

本
額

と
、

処
遇

改
善

等
加

算
Ⅰ

単
価

に
加

算
率

（
％

）
を

乗
じ

て
得

た
額

を
合

計
し

、
そ

の
合

計
額

を
各

月
初

日
の

利
用

子
ど

も
数

（
合

計
）

で
除

し
て

得
た

額
（

算
定

し
て

得

た
額
に
1
0
 
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
切
り
捨
て
る
）
を
児
童
一
人
あ
た
り
の
単
価
と
し
、
加
算
し

ま
す
。
 

      

 
          

⑦
 
主
幹
教
諭
等
の
専
任
化
に
よ
り
子
育
て
支
援
の
取
組
み
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
【
認
定
こ
ど
も
園
】
 

 
 
 

 

（
１
）
調
整
の
適
用
を
受
け
る
施
設
の
要
件
 

 
 
 
１
号
認
定
部
分
と
２
・
３
号
認
定
部
分
で
調
整
項
目
、
要
件
が
分
か
れ
て
お
り
ま
す
。
 

 
 
 
 
 【
１
号
認
定
部
分
】
 

 
 
 
 
 
以
下
の
対
象
事
業
等
①
～
④
、
⑨
の
う
ち
、
該
当
項
目
が
１
つ
以
下
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
【
２
・
３
号
認
定
部
分
】
 

 
 
 
 
 
以
下
の
対
象
事
業
等
⑤
～
⑨
の
う
ち
、
該
当
項
目
が
１
つ
以
下
で
あ
る
。
 

  
 
【
対
象
事
業
等
】
 

□
①
 
市
や
県
の
補
助
・
助
成
対
象
と
な
っ
て
い
る
幼
稚
園
で
の
預
か
り
保
育
を
実
施
し
て
い
る
こ
と

 
□
②
 
市
や
県
の
補
助
・
助
成
対
象
と
な
っ
て
い
る
子
育
て
支
援
活
動
の
推
進
等
に
よ
る
未
就
園
児
の

 
保
育
や
、
非
在
園
児
の
預
か
り
保
育
を
実
施
し
て
い
る
こ
と

 
□
③
 
月
の
初
日
に
満
３
歳
児
が
１
人
以
上
利
用
し
て
い
る
こ
と
 

□
④
 
継
続
的
な
小
学
校
と
の
連
携
・
接
続
に
係
る
取
組
で
、
以
下
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
も
の

 
(ア

)施
設
や
設
置
法
人
の
事
務
分
掌
や
事
務
取
扱
、
規
則
等
に
、
小
学
校
と
の
連
携
・
接
続
の
担
当

す
る
業
務
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
要
録
等
の
作
成
、
送
付
、
保
存
が
さ
れ
て
い
る
。

 
(イ

)幼
保

小
連

携
に

関
す

る
研

修
・

研
究

会
へ

の
参

加
、

授
業

・
行

事
の

見
学

や
参

加
、

小
学

校
 
 

と
の

子
ど

も
及

び
教

職
員

の
交

流
活

動
、

近
隣

の
保

育
・

教
育

施
設

と
の

交
流

な
ど

を
併

せ

て
年

1
0
回
以
上
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
（
小
学
校
と
の
連
携
は
少
な
く
と
も
年
１
回
以
上
実

施
す
る
こ
と
）

 
(ウ

)小
学

校
と

の
接

続
を

見
通

し
た

ア
プ

ロ
ー

チ
カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

を
作

成
し

実
践

し
て

い
る

こ
と

。

作
成
に
あ
た
っ
て
は
「
横
浜
版
接
続
期
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

 令
和
２
年
度
版
 
ア
プ
ロ
ー
チ
カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

作
成

例
」

の
様

式
を

活
用

す
る

。
た

だ
し

、
各

施
設

で
独

自
に

策
定

し
て

い
る

ア

プ
ロ

ー
チ

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

が
同

様
の

内
容

を
満

た
し

て
い

れ
ば

そ
の

様
式

に
替

え
る

こ
と

が

で
き

る
。

現
在

は
完

成
し

て
い

な
い

が
、

策
定

に
着

手
し

て
い

る
場

合
は

、
途

中
経

過
の

わ

か
る
協
議
記
録
等
の
書
類
で
も
可
能
と
す
る
。

 
□
⑤
 
横
浜
市
延
長
保
育
事
業
を
実
施
し
、
保
育
時
間

(8
時
間

)を
超
え
て
延
長
保
育
を
利
用
す
る
短
時

間
認
定
子
ど
も
の
月
の
各
週
毎
の

多
利
用
児
童
数
の
平
均
（
小
数
点
以
下
第
一
位
を
四
捨
五
入
）

が
１
人
以
上
又
保
育
時
間
(
1
1
時
間
)
を
超
え
て

3
0
分
以
上
の
延
長
保
育
を
実
施
し
、
月
の
各
週
毎

の
多
利
用
児
童
数
の
平
均
（
小
数
点
以
下
第
一
位
を
四
捨
五
入
）
が
１
人
以
上
い
る
こ
と

 
□

⑥
 

横
浜

市
一

時
保

育
事

業
を

実
施

し
、

一
時

保
育

に
お

い
て

当
該

年
度

の
４

月
又

は
５

月
（

又
は

事
業

開
始

月
）

の
緊

急
保

育
又

は
リ

フ
レ

ッ
シ

ュ
保

育
利

用
者

数
が

１
人

以
上

（
見

込
み

）
い

る

こ
と

 
□
⑦
 
病
児
・
病
後
児
保
育
事
業
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
 

□
⑧
 
当
該
年
度
の
月
の
初
日
に
、
乳
児
（
０
歳
児
）
が
３
人
以
上
利
用
し
て
い
る
こ
と

 
 
 
 
□
⑨
 
当
該
年
度
に
、
障
害
児
保
育
教
育
対
象
児
童
又
は
特
別
支
援
対
象
児
童
と
区
福
祉
保
健
セ
ン
タ

 
ー
長
が
認
め
た
児
童
が
１
人
以
上
利
用
し
て
い
る
こ
と
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※
①
～
③
、
⑤
、
⑥
、
⑧
、
⑨
に
つ
い
て
、
当
該
要
件
を
満
た
し
た
月
以
降
は
、
同
一
年
度
に
限
り
、
事

業
を

実
施

す
る

体
制

が
取

ら
れ

て
い

る
こ

と
を

も
っ

て
当

該
要

件
を

満
た

し
て

い
る

も
の

と
取

り
扱

う
。

 
※
④
に
つ
い
て
、
年
度
当
初
に
お
け
る
計
画
に
よ
り
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
４
月
か
ら
年

度
を
通
じ
て
当
該
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
取
り
扱
う
。

 
 

（
２
）
 

調
整
の
適
用
を
受
け
る
施
設
の
認
定
 

 調
整
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
書
類
に
よ
り
確
認
し
ま
す
。
 

 
 

 

必
要
書
類
 

備
考
 

公
定
価
格
加
算
・
調
整
項
目
届
出
書
 

（
第
４
号
様
式
の
３
）
 

  

「
横
浜
版
接
続
期
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
 
 

令
和
２
年
度
版
 

ア
プ
ロ
ー
チ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
 

※
④
を
適
用
す
る
場
合
 

・
各
施
設
で
独
自
に
策
定
し
て
い
る
ア
プ
ロ

ー
チ

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

が
同

様
の

内
容

を
満

た
し

て
い

れ
ば

そ
の

様
式

に
替

え
る

こ
と

が
で
き
る
。
 

・
現
在
は
完
成
し
て
い
な
い
が
、
策
定
に
着

手
し
て
い
る
場
合
は
、
途
中
経
過
の
わ
か
る

協
議
記
録
等
の
書
類
で
も
可
能
と
す
る
。
 

・
初
め
て
④
の
要
件
を
事
由
に
調
整
の
適
用

を
受
け
な
い
と
す
る
月
に
提
出
 

 （
３
）
調
整
額
の
算
定
 

調
整
額
は
、
定
員
区
分
に
応
じ
た
単
価
に
、
当
該
調
整
額
に
係
る
処
遇
改
善
等
加
算
Ⅰ
の
単
価
に
加
算

率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
額
を
児
童
一
人
あ
た
り
の
単
価
と
し
て
算
定
し
ま
す
。
 

（
処
遇
改
善
等
加
算
Ⅰ
部
分
の
調
整
あ
り
）
 

 

     

 
   

   

⑧
 

施
設

関
係

者
評

価
加

算
【

幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
（
１
号
）
】
 

 （
１
）
加
算

の
要

件
 
 

 
 
 
以
下
の
要
件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
施
設
に
加
算
し
ま
す
。
 

 
 
 □
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第

3
9
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

6
6
条
の
規
定
に
よ
る
評
価
（
以
下
「
自
己
評

価
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
第

6
7
条
の
規
定
に
よ
り
保
護
者
そ
の
他
の
幼
稚
園
の
関

係
者
（
幼
稚
園
教
員
を
除
く
。
）
に
よ
る
評
価
（
以
下
「
施
設
関
係
者
評
価
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
、

そ
の
結
果
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
広
報
誌
へ
の
掲
載
、
保
護
者
へ
の
説
明
等
に
よ
り
広
く
公
表
し
て
い
る
。
 

 □
施

設
関

係
者

評
価

の
内

容
等

に
つ

い
て

は
、
「

幼
稚

園
に

お
け

る
学

校
評

価
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
（

こ
れ

に
準
じ
て
自
治
体
が
作
成
し
た
も
の
を
含
む
。
）
に
準
拠
し
、
自
己
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
実
施
す
る

と
と
も
に
、
授
業
・
行
事
等
の
活
動
の
公
開
、
園
長
等
と
の
意
見
交
換
の
確
保
な
ど
に
配
慮
し
て
実
施

し
て
い
る
。
 

 （
２
）
加
算

の
認

定
 
 

 
加
算
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
書
類
に
よ
り
確
認
し
ま
す
。
 

 【
手
続
き
①
申
請
 
令

和
２

年
1
2
月

末
期

限
】
 

必
要
書
類
 

備
考
 

施
設
関
係
者
評
価
加
算
（
申
請
・
報
告
）
書
 

（
第
６
号
様
式
）
 

 

 申
請
書
提
出
後
、
加
算
要
件
の
適
合
可
否
に
つ
い
て
本
市
よ
り
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。
 

 
 
 
加
算
「
可
」
と
な
っ
た
施
設
に
つ
い
て
は
「
手
続
き
②
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
 

 【
手
続
き
②
報
告
 
令

和
３

年
３

月
1
6
日

期
限

】
 

必
要
書
類
 

備
考
 

公
定
価
格
加
算
・
調
整
項
目
届
出
書
 

（
第
４
号
様
式
）
 

 

施
設
関
係
者
評
価
加
算
（
申
請
・
報
告
）
書

（
第
６
号
様
式
）
 

 

自
己

評
価

及
び

施
設

関
係

者
評

価
の

実
施

状
況
が
わ
か
る
資
料
 

（
例
）
 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
誌
の
抜
粋
等
 

 

公
開
保
育
の
実
施
状
況
が
わ
か
る
資
料
 

 

詳
細
は
３
月
分
加
算
項
目
の
ご
依
頼
の
際
に
、

別
途
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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（
３
）
加
算
額
の
算
定
 

 
 
 
 
 
加
算
額
は
、
公
開
保
育
の
取
組
と
組
み
合
わ
せ
て
施
設
関
係
者
評
価
を
実
施
す
る
施
設
（
注
）
と
そ

れ
以
外
の
施
設
の
別
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
額
を
３
月
初
日
の
利
用
子
ど
も
数
で
除
し
て
得
た
額
（
算

定
し

て
得

た
額

に
1
0
 
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

は
切

り
捨

て
る

。
）

を
児

童
一

人
あ

た
り

の
単

価

と
し
、
３
月
初
日
に
利
用
す
る
子
ど
も
の
単
価
に
加
算
し
ま
す
。
 

（
注

）
幼

児
期

の
教

育
・

保
育

に
専

門
的

知
見

を
有

す
る

外
部

有
識

者
の

協
力

を
得

て
、

他
の

幼
稚

園
・

認
定

こ

ど
も

園
・

保
育

所
の

職
員

や
地

域
の

幼
児

教
育

関
係

者
、

小
学

校
等

の
他

校
種

の
教

員
等

を
招

い
て

行
わ

れ
る

公
開

保
育

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

当
該

公
開

保
育

に
施

設
関

係
者

評
価

の
評

価
者

の
全

部
又

は
一

部
を

参
加

さ
せ

、
そ

の
結

果
を

踏
ま

え
て

施
設

関
係

者
評

価
を

行
う

施
設

を
い

う
。

 

  

⑩
 
施
設
長
を
配
置
し
て
い
な
い
場
合
【
保
育
所
】
 

 
 
運
営
管
理
の
業
務
に
常
時
従
事
し
、
か
つ
給
与
の
支
給
を
受
け
て
い
る
施
設
長
を
配
置
し
て
い
な
い
施
設

に
調
整
を
適
用
し
ま
す
。
 

 

 
（
１
）
調
整
の
適
用
を
受
け
る
施
設
の
要
件
 

 
 
 
 
施
設
長
が
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
適
用
し
ま
す
。
 

 
 
 
 
 □
児
童
福
祉
事
業
等
に
２
年
以
上
従
事
し
た
者
（
注
１
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す

 
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
（
注
２
）
。

 
（

注
１

）
児

童
福

祉
事

業
等

に
従

事
し

た
者

の
例

示
 

児
童

福
祉

施
設

、
幼

稚
園

・
小

学
校

等
に

お
け

る
教

諭
、

市
町

村
長

等
の

公
的

機
関

に
お

い
て

福

祉
事

務
所

・
児

童
相

談
所

の
長

及
び

職
員

・
児

童
福

祉
業

務
に

２
年

以
上

有
給

で
携

わ
っ

た
者

、
民

生
委

員
・

児
童

委
員

の
他

、
教

育
・

保
育

施
設

又
は

地
域

型
保

育
事

業
に

移
行

し
た

施
設

・
事

業
所

に
お

け
る

移
行

前
の

認
可

外
保

育
施

設
等

 

（
注

２
）

同
等

以
上

の
能

力
を

有
す

る
と

認
め

ら
れ

る
者

の
例

示
 

公
的

機
関

等
の

実
施

す
る

所
長

研
修

を
受

講
し

、
修

了
し

た
者

等
 

 

□
常
時
実
際
に
そ
の
施
設
の
運
営
管
理
の
業
務
に
専
従
し
て
い
な
い
。
 

 
（

少
な

く
と

も
１

日
６

時
間

以
上

か
つ

月
２

０
日
以

上
施

設
に

勤
務

す
る

者
で

な
け

れ
ば

常
時

実

際
に

そ
の

施
設

の
運

営
管

理
の

業
務

に
専

従
し

て
い

る
と

み
な

せ
ず

、
減

算
の

対
象

と
な

り
ま

す
。
）
 

（
１

日
６

時
間

以
上

か
つ

月
２

０
日

以
上

勤
務

し
て

い
た

と
し

て
も

、
２

以
上

の
施

設
若

し
く

は
他

の
事

業
と

兼
務

し
て

い
る

場
合

、
又

は
保

育
の

ロ
ー
テ

ー
シ

ョ
ン

に
入

っ
て

い
る

場
合

は
、

そ
の

施
設
の
所
長
と
し
て
運
営
管
理
の
業
務
に
専
従
し
て
い
な
い
と
み
な
し
ま
す
。
）
 

 □
給
付
費
等
か
ら
の
給
与
支
出
が
な
く
、
有
給
で
な
い
。
 

 

□
こ
ど
も
施
設
整
備
課
に
お
い
て
認
可
さ
れ
て
い
る
者
で
な
い
。
 

 
 

   

（
２
）
調
整
の
適
用
を
受
け
る
施
設
の
認
定
 

調
定
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
書
類
に
よ
り
確
認
し
ま
す
。
 

必
要
書
類
 

備
考
 

公
定
価
格
加
算
・
調
整
項
目
届
出
書
 

（
第
４
号
様
式
）
 

 

 

＜
参

考
＞

 

施
設

長
が

要
件

を
満

た
し

た
場

合
に

は
、

下
記

必
要
書

類
を

ご
提

出
く

だ
さ

い
。

 

必
要
書
類
 

備
考
 

１
．
対
象
職
員
の
履
歴
書
 

⇒
１
か
２
の
ど
ち
ら
か
を
提
出
 

※
１
に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
事
業
等
に
２
年
 

 
以
上
従
事
し
た
こ
と
が
わ
か
る
も
の
 

※
所
長
が
変
更
と
な
っ
た
場
合
は
、
再
度
提
出
 

 
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

２
．
研
修
等
受
講
修
了
書
 

 

（
３
）
調
整
額
の
算
定
 

調
整
額
は
、
定
員
区
分
に
応
じ
た
児
童
一
人
あ
た
り
の
単
価
で
算
定
さ
れ
ま
す
。
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⑩
 
管
理
者
を
配
置
し
て
い
な
い
場
合
【
小
規
模
保
育
事
業
・
事
業
所
内
保
育
事
業
】
 

 
 
運
営
管
理
の
業
務
に
常
時
従
事
し
、
か
つ
給
与
の
支
給
を
受
け
て
い
る
管
理
者
を
配
置
し
て
い
な
い
事
業
所

に
調
整
を
適
用
し
ま
す
。
 

 （
１
）
加
算
の
要
件
 

管
理
者
が
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
適
用
し
ま
す
。

 
□
そ
の
管
理
者
が
児
童
福
祉
事
業
等
に
２
年
以
上
従
事
し
た
者
（
注
１
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を

有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
（
注
２
）
 

（
注

１
）

児
童

福
祉

事
業

等
に

従
事

し
た

者
の

例
示

 

児
童

福
祉

施
設

、
幼

稚
園

・
小

学
校

等
に

お
け

る
教

諭
、

市
町

村
長

等
の

公
的

機
関

に
お

い
て

児
童

福

祉
に

関
す

る
事

務
を

取
り

扱
う

部
局

、
民

生
委

員
・
児

童
委

員
の

他
、
教

育
・
保

育
施

設
又

は
地

域
型

保
育

事
業

に
移

行
し

た
施

設
・

事
業

所
に

お
け

る
移

行
前

の
認

可
外

保
育

施
設

等
 

（
注

２
）

同
等

以
上

の
能

力
を

有
す

る
と

認
め

ら
れ

る
者

の
例

示
 

公
的

機
関

等
の

実
施

す
る

所
長

研
修

等
を

受
講

し
た

者
等

 

 □
常
時
実
際
に
そ
の
事
業
所
の
運
営
管
理
の
業
務
に
専
従
し
て
い
な
い
。
 

（
少

な
く

と
も

１
日

６
時

間
以

上
か

つ
月

２
０

日
以

上
施

設
に

勤
務

す
る

者
で

な
け

れ
ば

常
時

実
際

に
そ

の
施
設
の
運
営
管
理
の
業
務
に
専
従
し
て
い
る
と
み
な
せ
ず
、
減
算
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
）
 

（
１
日
６
時
間
以
上
か
つ
月
２
０
日
以
上
勤
務
し
て
い
た
と
し
て
も
、
２
以
上
の
施
設
若
し
く
は
他
の
事
業

と
兼
務
し
て
い
る
場
合
、
又
は
保
育
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
入
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
施
設
の
管
理
者

と
し
て
運
営
管
理
の
業
務
に
専
従
し
て
い
な
い
と
み
な
し
ま
す
。
）
 

 

□
給
付
費
等
か
ら
の
給
与
支
出
が
な
く
、
有
給
で
な
い
。
 

 

（
２
）
加
算
の
認
定
 

調
整
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
書
類
に
よ
り
確
認
し
ま
す
。
 

必
要
書
類
 

備
考
 

公
定
価
格
加
算
・
調
整
項
目
届
出
書
 

（
第
４
号
様
式
）
 

 

＜
参

考
＞

 

管
理

者
が

要
件

を
満

た
し

た
場

合
に

は
、

下
記

必
要
書

類
を

ご
提

出
く

だ
さ

い
。

 

必
要
書
類
 

備
考
 

１
．
対
象
職
員
の
履
歴
書
 

⇒
１
か
２
の
ど
ち
ら
か
を
提
出
 

※
１
に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
事
業
等
に
２
年
 

以
上
従
事
し
た
こ
と
が
わ
か
る
も
の
 

※
管
理
者
が
変
更
と
な
っ
た
場
合
は
、
再
度
 

 
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

２
．
研
修
等
受
講
修
了
書
 

（
３
）
調
整
額
の
算
定
 

調
整
額
は
、
定
員
区
分
に
応
じ
た
児
童
１
人
あ
た
り
の
単
価
で
算
定
さ
れ
ま
す
。
 

 

⑪
 
減
価
償
却
費
加
算
【
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
（
２
・
３
号
）
、
家
庭
的
保
育
事
業
、
小
規
模
保
育
事
業
、

事
業
所
内
保
育
事
業
】
 

 
 
 
施
設
整
備
費
補
助
金
を
受
け
な
い
施
設
の
う
ち
、
自
己
所
有
の
建
物
を
保
有
す
る
施
設
に
対
し
て
、
施
設

の
所
在
す
る
地
域
(
横
浜
市
は
都
市
部
、
（
３
）
参
照
)
に
応
じ
て
減
価
償
却
費
の
一
部
を
加
算
し
ま
す
。
 

 

（
１
）
加
算
の
要
件
 

 
 
 
 
 
以
下
の
要
件
を
全
て
満
た
す
施
設
に
加
算
し
ま
す
。

 
 

□
保
育
所
の
用
に
供
す
る
建
物
が
自
己
所
有
で
あ
る
。
（
注
１
）
 

□
建
物
を
整
備
・
改
修
又
は
取
得
す
る
際
に
、
建
設
資
金
又
は
購
入
資
金
が
発
生
し
て
い
る
。
 

□
建

物
の

整
備

・
改

修
に

当
た

っ
て

、
施

設
整

備
費

又
は

改
修

費
等

（
以

下
「

施
設

整
備

費
等

」
と

い

う
。
）
の
国
庫
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
。
（
注
２
）
 

□
賃
借
料
加
算
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
 

 （
注
１
）
 施

設
の
一
部
が
賃
貸
物
件
の
場
合
は
、
自
己
所
有
の
建
物
の
延
べ
面
積
が
施
設
全
体
の
延
べ
面

積
の
5
0
％
以
上
で
あ
る
こ
と
。
本
園
・
分
園
が
自
己
所
有
と
賃
貸
物
件
で
分
か
れ
て
い
る
場

合
も
自
己
所
有
（
本
園
ま
た
は
分
園
）
の
建
物
の
延
べ
面
積
が
施
設
全
体
（
本
園
＋
分
園
）

の
面
積
の
5
0
％
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
 

（
注

２
）

施
設

整
備

費
等

の
国

庫
補

助
の

交
付

を
受

け
て

建
設

し
た

建
物

に
つ

い
て

、
整

備
後

一
定

年

数
が

経
過

し
た

後
に

、
以

下
の

要
件

全
て

に
該

当
す

る
改

修
等

を
行

っ
た

場
合

に
は

、
「

建

物
の

整
備

に
当

た
っ

て
、

整
備

費
等

の
国

庫
補

助
金

の
交

付
を

受
け

て
い

な
い

」
に

該
当

す

る
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
な
い
。
 

①
老
朽
化
等
を
理
由
と
し
て
改
修
等
が
必
要
で
あ
っ
た
と
市
町
村
が
認
め
る
場
合

 
②
当
該
改
修
等
に
当
た
っ
て
、
国
庫
補
助
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

 
③
１
施
設
当
た
り
の
改
修
等
に
要
し
た
費
用
を

2,
00

0
で

除
し

て
得

た
値

が
、

建
物

全
体

の
 

延
面

積
に

２
を

乗
じ

て
得

た
値

を
上

回
る

場
合

で
、

か
つ

、
改

修
等

に
要

し
た

費
用

が

1
,
0
0
0
万
円
以
上
で
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
上
記
①
～
③
要
件
全
て
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
ど
も
青
少
年
局
保
育
・
教
育
運
営
課
給
付

 
 
 
 
 
 
担
当
に
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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（
２
）
加
算
の
認
定
 

 

加
算
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
資
料
に
よ
り
確
認
し
ま
す
。
 

 

必
要
書
類
 

備
考
 

公
定
価
格
加
算
・
調
整
項
目
届
出
書
 

（
第
４
号
様
式
）
 

  

建
物
を
整
備
又
は
取
得
す
る
際
の
契
約
書
類
（
写
）
 
  

  

 
（
３
）
加
算
額
の
算
定
 

加
算

額
は

、
「

標
準

」
又

は
「

都
市

部
」

の
区

分
に

応
じ

た
、

児
童

一
人

あ
た

り
の

単
価

で
算

定
さ

れ
ま
す
。
 

横
浜
市
は
都
市
部
に
該
当
し
ま
す
。
（
横
浜
市
の
認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
型
を
除
く
）
は
「
認
可

施
設
・
都
市
部
」
の
単
価
を
、
幼
稚
園
型
の
認
定
こ
ど
も
園
は
「
機
能
部
分
・
都
市
部
」
の
単
価
を

適
用
し
ま
す
。
）
 

※
都
市
部
：
4
月
1
日
現
在
の
人
口
密
度
が
1
0
0
0
人
/
k
㎡
以
上
の
市
町
村
 

 

 
定
員
を
恒
常
的
に
超
過
す
る
場
合
 

（
注
）
★
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
（
１
号
）
：
平
成
2
9
年
度
よ
り
適
用
あ
り
 

保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
（
２
・
３
号
）
・
小
規
模
保
育
事
業
・
事
業
者
内
保
育
事
業
 

：
令
和
２
年
度
よ
り
適
用
あ
り
 
 

（
１
）
調
整
の
適
用
を
受
け
る
施
設
の
要
件
 

以
下
の
要
件
に
該
当
す
る
施
設
に
つ
い
て
、
調
整
を
適
用
し
ま
す
。
 

 
 
 □
直
前
の
連
続
す
る
５
年
度
間
常
に
利
用
定
員
を
超
え
て
お
り
（
注
１
）
、
か
つ
、
各
年
度
の
年
間
平
 

均
在
所
率
（
注
２
）
が

1
2
0
％
以
上
の
状
態
に
あ
る
。
 

 

（
注

１
）

利
用

定
員

を
超

え
て

受
け

入
れ

る
場

合
の

留
意

事
項

 
 

利
用

定
員

を
超

え
て

受
け

入
れ

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
施

設
の

設
備

又
は

職
員

数
が

、
利

用
定

員
を

超
え

て
利

用
す

る
子

ど
も

を
含

め
た

利
用

子
ど

も
数

に
照

ら
し

、
基

準
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

。
 

（
注

２
）

年
間

平
均

在
所

率
 

当
該

年
度

内
に

お
け

る
各

月
の

初
日

の
在

籍
子

ど
も

数
の

総
和

を
各

月
の

初
日

の
利

用
定

員
の

総

和
で

除
し

た
も

の
を

い
う

。
 

 

（
２
）
調
整
の
適
用
を
受
け
る
施
設
の
認
定
 

（
ア
）
調
整
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
書
類
に
よ
り
確
認
し
ま
す
。

 
 

必
要
書
類
 

備
考
 

公
定
価
格
加
算
・
調
整
項
目
届
出
書
 

（
第
４
号
様
式
）
 

 

（
イ
）
調
整
の
適
用
を
受
け
る
施
設
に
つ
い
て
、
下
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
調
整
の
適
用
が
な

く
な
り
ま
す
。
 

□
指
導
監
督
等
を
通
じ
て
利
用
定
員
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
場
合
（
注
３
）
（

注
４

）
 

□
地
域
に
お
け
る
需
要
の
動
向
等
を
踏
ま
え
て
当
該
年
度
に
お
け
る
年
間
平
均
所
在
率
が

1
2
0
％
以

上
の
状
態
に
な
ら
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
(
注
５
)
 

 

（
注

３
）

見
直

し
等

が
行

わ
れ

た
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

（
た

だ
し

、
月

初
日

に
見

直
し

を
行

っ
た

場
合
は
当
月
）
か
ら
調
整
の
適
用
が
な
く
な
り
ま
す
。
 

 
 
 
例
 
見

直
し

等
が

行
わ

れ
た

日
が

４
月

１
日

の
場

合
は

４
月

か
ら

、
４

月
２

日
の

場
合

は
５

月

か
ら
調
整
の
適
用
が
な
く
な
り
ま
す
。
 

（
注

４
）

利
用

定
員

の
見

直
し

を
行

う
際

に
は

、
区

役
所

に
ご

相
談

の
う

え
、

こ
ど

も
施

設
整

備
課

へ
報
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

（
注
５
）
「
公
定
価
格
加
算
・
調
整
項
目
届
出
書
」
を
提
出
し
た
月
か
ら
調
整
な
し
と
な
り
ま
す
。

 

た
だ

し
、

翌
月

の
月

初
在

籍
児

童
数

が
増

え
、

在
所
率

が
「

１
２

０
%
以

上
」

で
あ

る
こ

と

が
確
認
で
き
た
場
合
は
、
前
月
の
申
し
出
内
容
が
誤
り
で
あ
っ
た
も
の
と
判
断
し
、
遡
っ
て

調
整
の
適
用
対
象
と
な
り
ま
す
。
 

 

※
届
出
に
疑
義
が
あ
る
場
合
、
個
別
に
照
会
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

 

（
３
）
適
用
さ
れ
る
基
本
部
分
及
び
加
減
調
整
部
分
の
額
の
調
整
の
方
法
 

（
ア
）
幼
稚
園
 

本
調
整
措
置
が
適
用
さ
れ
る
施
設
に
お
け
る
「
基
本
分
単
価
か
ら
年
齢
別
配
置
基
準
を
下
回
る
場
合

（
副
食
費
徴
収
免
除
加
算
を
除
く
。
）
」
の
額
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
額
の
総
和
に
地
域
区
分
及

び
定
員
区
分
に
応
じ
た
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。
（
算
定
し
て
得
た
額
に
1
0
 
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
場
合
は
切
り
捨
て
る
。
）
 

 
 
 

（
イ
）
保
育
所
 

本
調
整
措
置
が
適
用
さ
れ
る
施
設
に
お
け
る
「
基
本
分
単
価
か
ら
土
曜
日
に
閉
所
す
る
場
合
（
副
食

費
徴
収
免
除
加
算
を
除
く
。
）
」
の
額
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
額
の
総
和
に
地
域
区
分
及
び
定
員

区
分
に
応
じ
た
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。
（
算
定
し
て
得
た
額
に
1
0
 
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
場
合
は
切
り
捨
て
る
。
）
 

 

（
ウ
）
認
定
こ
ど
も
園
 

本
調
整
措
置
が
適
用
さ
れ
る
施
設
に
お
け
る
「
基
本
分
単
価
か
ら
配
置
基
準
上
求
め
ら
れ
る
職
員
資

格
を
有
し
な
い
場
合
（
副
食
費
徴
収
免
除
加
算
を
除
く
。
）
」
の
額
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
額
の

総
和
に
地
域
区
分
及
び
定
員
区
分
に
応
じ
た
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。
（
算
定
し
て
得
た

額
に
1
0
 
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
切
り
捨
て
る
。
）
 

 

（
エ
）
小
規
模
保
育
事
業
・
事
業
所
内
保
育
事
業
 

本
調
整
措
置
が
適
用
さ
れ
る
施
設
に
お
け
る
「
基
本
分
単
価
か
ら
土
曜
日
に
閉
所
す
る
場
合
」
の
額

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
額
の
総
和
に
地
域
区
分
及
び
定
員
区
分
に
応
じ
た
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た

額
と
し
ま
す
。
（
算
定
し
て
得
た
額
に
1
0
 
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
切
り
捨
て
る
。
）
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３ 向上支援費の令和２年度の変更点 

本資料の内容は全て案となっております。市会での予算議決等を経て確定しますので、あらか

じめご了承ください。 
 
１ 様式の変更について 

変更となる様式については、３月下旬頃にＨＰに掲載予定ですので、令和２年度請求分から

は新様式をご使用ください。 

【変更となる様式】 

①雇用状況表 

 ②向上支援費加算状況等届出書 

 ③アレルギー児童数報告書※ 

※４月分のアレルギー児童報告書については、下記助成内容の変更に伴い差替え及び新規提出が見

込まれるため、提出期限を４月末まで延長いたします。 

  ※「アレルギー疾患生活管理指導表」の提出時期については、現行通り３月末までです。 

※令和２年５月からは通常通り、当月 15日までの提出です。 

  ④第三者評価受審加算（申請・報告）書（３月加算項目のご依頼の際に掲載いたします。） 

 

２ 助成内容の変更について       

※    が変更箇所です。 

（１）令和元年度末までの暫定的な助成と位置付けられた助成項目について 

①システム化経費助成【全事業種別】 

「保育者業務支援事業費助成」の新設に伴い、廃止します。 

 

②連携施設受諾促進加算【幼稚園、保育所、認定こども園】 

令和６年度末までの暫定的な助成として継続します。（要件・単価の変更なし） 

 

③保育士等雇用対策費 

【小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業】 

令和６年度末までの暫定的な助成として継続します。（要件・単価の変更なし） 

 

（２）令和２年度に拡充する助成項目について 

①アレルギー児童対応費【全事業種別】 

 【幼稚園、保育所、認定こども園】 

  ア これまで、利用定員に対する対象児童の割合が「３％（小数点以下切り捨て）以上」

であった要件を、「１％（小数点以下切り上げ）以上」に変更し、アレルギー児童

が１人でもいた場合、加算の対象とします。 

イ 利用定員 151人以上の区分を新設するとともに、助成単価を拡充します。 
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助成額【月額】 

利用定員に対する対象児童の割合※ 定員１５０人以下 定員１５１人以上 

１～９％ ２６，０００円 ５２，０００円 

１０～１４％ ５２，０００円 ７８，０００円 

１５～１９％ ７８，０００円 １０４，０００円 

２０％～ １０４，０００円 １３０，０００円 

※小数点以下切り上げ 

 

   【小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業】 

  ア これまで、利用定員に対する対象児童の割合が「１％（小数点以下切り捨て）以上」

であった要件を、「１％（小数点以下切り上げ）以上」に変更し、アレルギー児童

が１人でもいた場合、加算の対象とします。 

イ 助成単価を拡充します。 

利用定員に対する対象児童の割合※ 助成額【月額】 

１％以上 ２６，０００円 

※小数点以下切り上げ 

 

②看護職雇用加算【幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育事業Ａ・Ｂ 

型、事業所内保育事業】 

 これまで、職種によって異なっていた常勤看護職の助成額単価を統一・拡充します。 

 

【保育所・認定こども園・小規模保育事業Ａ・Ｂ型、事業所内保育事業】 

１園あたり 

看護職格付け経費 

（看護師・保健師・助産師・准看護師） 

（常勤） ８９，６００円 

（非常勤）５７，６００円 

 

【幼稚園】 

１園あたり 

看護職格付け経費 

（看護師・保健師・助産師・准看護師） 

（常勤） ５６，０００円 

（非常勤）３６，０００円 

 

 

（３）令和２年度に新設する助成項目について 

保育者業務支援事業費助成【全事業種別】 ※別紙あり 

 既存の「事業費助成」を組み込み、保育従事者の負担軽減につながる取組（事務職員の雇 

用等）に対し、助成します。 
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（４）その他助成項目の見直し等について 

  ①職員配置加算【保育所、認定こども園】 

   令和元年度の人事院勧告等に伴い、単価が変更になります。 

   また、「事業費分」を「保育者業務支援事業費助成」に組み替えます。 

 児童一人あたり単価（定員等に関わらず一律同額） 

年齢 ※１ 配置加算基礎分 処遇改善等加算Ⅰ分※２ 

１歳児 ３７，８００円  ３７０円  

２歳児 １５，１００円  １５０円  

４・５歳児 ３，７８０円  ３０円  

    ※１ 年齢は、公定価格と同じく年度初日の前日における満年齢に基づく区分です。 

※２ 処遇改善等加算Ⅰ分は、各単価に施設の平均経験年数と職員の賃金改善及びキャリアパスの取組状

況に応じて決定する加算率（％）を乗じて得た額とします。 

  ②職員配置加算【幼稚園】 

  「保育者業務支援事業費助成」に組み替えます。 

 

  ③事業費助成 

【小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業】 

  「保育者業務支援事業費助成」に組み替えます。 

 

  ④食育推進助成（栄養士格付け経費）【全事業種別】 

   栄養管理加算（公定価格）の拡充により１人分が公定価格化されたため、重複する部分に 

ついて見直しを行います。 

【幼稚園、保育所、認定こども園】 

利用定員が 41人以上の施設に対し、１～２人を上限に助成します。 

 

 

 

 

【小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業】 

栄養士格付け経費（向上支援費）を廃止し、公定価格における栄養管理加算で助成します。 

   

  ⑤保育補助者雇用経費の拡充【保育所、幼保連携型認定こども園のみ】 

   国の制度拡充に伴い、保育補助者雇用経費の単価を変更します。 

助成額【月額】 １８８，０００円 

 

⑥産休明け保育児童健康診断助成費【保育所、認定こども園】 

   加算項目の見直しを行い、保育者業務支援事業費助成の新設を踏まえ、廃止します。 

 

（３）今後の見直し予定について 

   今後、公定価格等、国制度における拡充が図られた場合には見直し（廃止を含む）を行い

ます。 

１人あたり３５，２００円 

・利用定員４１～１５０人までは、１人まで 

・利用定員１５１人以上は、２人まで 
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保育者業務支援事業費助成 

 

１ 幼稚園・保育所・認定こども園 

保育士等の業務負担の軽減を図る施設に対し、保育業務の負担軽減につながる取組（保育支 

援者の雇用等）や保育・教育の充実のために活用できる経費を助成します。 

 

（１）加算の要件 

   以下の要件を満たしている施設に加算します。 

 

□月の初日に利用児童が１人以上いる。 

□保育支援者（保育士等の業務を支援する者）（注１）を施設に配置し、保育支援者が保育 

士等の負担軽減に資する業務に従事している（注２）。 

□業務の効率化など、保育士等の業務負担軽減に取り組んでいる。 

□子どものための教材の購入など、保育・教育の充実に努めている。 

 

（注１）「保育支援者」とは、保育に係る周辺業務を行う保育士資格又は幼稚園教諭免許を

有しない者をいいます（保育補助者を除く）。 

（注２）保育支援者の行う業務の内容の例示 

・事務業務  ・保育整備、遊ぶ場所、遊具等の消毒・清掃  

・給食の配膳・あとかたづけ  ・寝具の用意・あとかたづけ  

・外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳  

・園外活動時の見守り  ・その他、保育士の負担軽減に資する業務 

※ 『雇用状況表』の他の項目に記載の者及び『高齢者等活躍促進加算月別雇用時間内訳

表』（旧：『入所児童処遇特別加算月別雇用時間内訳表』）の対象者と重複しないこと。 

※ 保育支援者が事務業務を行う場合、「事務職員雇上費加算」、「事務職員配置加算」及

び「事務負担対応加配加算」、「保育者業務支援事業費助成」の順に適用すること。 

 

（２）加算の認定 

 加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書 

（第１号様式） 
 

雇用状況表（第２号様式）  

別紙 
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（３）単価 

 【保育所】 

助成額【月額】 

定員 60人以下 定員 90人以下 定員 120人以下 定員 150人以下 

100,000円 150,000円 200,000円 250,000円 

定員 180人以下 定員 240人以下 定員 300人以下 定員 301人以上 

300,000円 350,000円 400,000円 450,000円 

 

【認定こども園】 

１号 

助成額【月額】 

定員 25人以下 定員 45人以下 定員 60人以下 定員 90人以下 定員 120人以下 

25,000円 37,500円 50,000円 75,000円 100,000円 

定員 150人以下 定員 180人以下 定員 240人以下 定員 300人以下 定員 301人以上 

125,000円 150,000円 175,000円 200,000円 225,000円 

 
２・３号

助成額【月額】 

定員 25人以下 定員 45人以下 定員 60人以下 定員 90人以下 定員 120人以下 

50,000円 75,000円 100,000円 150,000円 200,000円 

定員 150人以下 定員 180人以下 定員 240人以下 定員 300人以下 定員 301人以上 

250,000円 300,000円 350,000円 400,000円 450,000円 

 

  ※１号と２・３号それぞれの利用定員数に応じて助成します。 

 

 【幼稚園】 

助成額【月額】 

定員 60人以下 定員 90人以下 定員 120人以下 定員 150人以下 

50,000円 75,000円 100,000円 125,000円 

定員 180人以下 定員 240人以下 定員 300人以下 定員 350人以下 

150,000円 175,000円 200,000円 225,000円 

定員 400人以下 定員 401人以上 

250,000円 275,000円 
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２ 小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業 

保育士等の業務負担の軽減を図る施設に対し、保育業務の負担軽減につながる取組（保育支 

援者の雇用等）や保育・教育の充実のために活用できる経費を助成します。 

 

（１）加算の要件 

   以下の要件を満たしている施設に加算します。 

□月の初日に利用児童が１人以上いる。 

□業務の効率化など、保育士等の業務負担軽減に取り組んでいる（注）。 

□子どものための教材の購入など、保育・教育の充実に努めている。 

 

（注）保育支援者（※）が以下に例示する業務を行う場合や、事務の簡素化、保育業務へのＩ

ＣＴ導入等により保育士の負担軽減に取り組んでいる場合。 

・事務業務 ・保育整備、遊ぶ場所、遊具等の消毒・清掃  

・給食の配膳・あとかたづけ ・寝具の用意・あとかたづけ  

・外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳  

・園外活動時の見守り ・その他、保育士の負担軽減に資する業務 

 

※保育支援者：保育に係る周辺業務を行う保育士資格又は幼稚園教諭免許を有しない者 

（保育補助者を除く） 

 

（２）加算の認定 

 加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。 

 

 

 

 

 

（３）単価 

助成額【月額】５０，０００円 

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書 

（第１号様式） 
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公定価格・向上支援費の説明テキストについて 

 

本資料で記載した変更点を反映した、令和２年度の公定価格・向上支援費に関する説明テ

キストを、後日各施設に郵送するとともに、横浜市ホームページに掲載します。 

令和２年度の助成項目をすべて説明しているテキストです。令和元年度から、一部助成内

容を変更しておりますので、必ずよくお読みの上、令和２年度の請求事務を開始してくださ

い。 

 

◆説明テキスト（予定） 

 ・「公定価格・向上支援費・延長保育事業・補足給付事業」 

・「処遇改善等加算Ⅰ、Ⅱ及び職員処遇改善費」 

 

◆ＵＲＬ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/iko/default2

0190314.html 

 

 

【説明テキストのイメージ（予定）】 
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４ 横浜市障害児等の保育・教育実施要綱の主な改正点について 

 

 各保育所において障害児等を受け入れる際には「横浜市障害児等の保育・教育実施要綱」

（以下、「障害児要綱」）で定めた手続きや基準に則って、障害児等の受け入れを行っていた

だいています。 

 このたび、各保育所・各区役所において「障害児要綱」を運用していく中で、運用をより

明確にするための修正を行い、より分かりやすい要綱となるよう改正を行います。今回の要

綱改正について、区役所の内部手続きに関する箇所の改正もありますが、当変更点説明会に

おいては主に各保育所の事務に関係する箇所についてご説明いたします。 

 

 

１ 改正障害児要綱の施行予定日 

  令和２年４月１日 

 

２ 主な改正箇所 

（１）児童状況書（第１号様式【保護者記入様式】） 

   記入項目の順番の変更や文言の修正などにより、保護者にとって記入しやすい様式と

なるよう変更を行いました。また、障害等の認定に際して重要度の低い項目などは、削

除しています。（主な変更部分の欄の右側に※印を付けています。※１～※７） 

（２）児童状況確認書（第２号様式【施設・事業者用】） 

   これまでは選択肢のみの記入様式でしたが、より具体的な状況を記入できるように

「具体的状況」を自由記入できるようにしました。なお、この「具体的状況」の記入は

必須ではなく、状況に応じて記入してください。また、この様式を記入してもらう対象

は、２・３・４・５歳児です。０・１歳児は、第２号様式―２を使用してください。 

  （主な変更部分の欄の右側に※印を付けています。※８～※10） 

 

３ 添付資料 

（１）児童状況書（第１号様式【保護者記入様式】） 

（２）児童状況確認書（第２号様式【施設・事業者用】） 

  

 ★今回の改正後の様式（案）を添付しますので、新様式についてご確認ください。なお、

現在施行に向けて最終確認中ですので、修正が入る可能性があります。確定版の要綱・

様式については、３月中に本市ホームページ上に掲載いたします。 
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＜保護者用＞

第１号様式

※１

※２

※３

※４

障
害
者
手
帳

〔保護者同意欄〕

内容

（１） 治療や訓練のための施設・機関（地域療育センターなど）、区で行っている発達に関する相談・教室

を利用したことがありますか。　　　　　　　　　　　　は　い　・　い　い　え

※ 一度でも利用したことがあれば、施設名・機関名、利用期間などを記入して下さい

　診断名　　 な　し　　・　　あ　り　〔 〕

◇診断名を記入された方は、裏面もご記入下さい。

住　　所

◇ 施設・事業の利用の参考にさせていただきますので、次の項目についてご記入ください。

障害者手帳の有無　〔　無　・　有　・　申請中　〕
　（「有・申請中」の場合、裏面 下部の障害者手帳欄を記入いただくとともに、「有」の場合はコピーを添付してください。）

施設・機関等 通園などの頻度 利用期間

(２) お子さんについて、現在気になることや上記の施設・機関などから指摘されたことがあれば記入してください。  （自由にご記入下さい）

①

児　　童　　状　　況　　書
※入園予定園名（1号認定のみ）

児
フ リ　ガ　ナ

　童　名 生年月日 年　　　　月　　　　日 　　歳　　　か月

②

③

○福祉保健センター長が地域療育センターなどの判定機関等に児童の状況について意見を照会すること

○福祉保健センター長が利用施設・事業者（新規利用の場合は希望施設）へ情報提供すること

上記に同意します 　　　年　　　月　　　日　　　保護者氏名（自署）

食
事

排
泄

睡
眠

こ
ど
も
の
様
子

○利用する施設・事業者が横浜市障害児等の保育・教育実施要綱に基づく申請を行うこと

○利用する施設・事業者が福祉保健センター長に児童の情報を提供すること

特別児童扶養手当　受給の有無　〔　無　・　有　・　請求中　〕　（有の場合手当の等級　　１級　・　２級　）

【その他】　（現在、継続的・定期的に通院加療中の病気、長期入院歴等ありましたらご記入ください）

□有 → □身体障害者手帳 （１級・２級・３級・４級・５級・６級）
□愛の手帳（療育手帳）　　　　（A1・A2・B1・B2）
□精神障害者保健福祉手帳　（１級・２級・３級）

□申請中　　→　□身体障害者手帳 □愛の手帳（療育手帳） □精神障害者保健福祉手帳

言
語

対
人
関
係
遊
び
・
運
動

（案）
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＜保護者用＞

第１号様式 ※５

（1) 身　体　の　様　子

　　上　肢 ：   ①特に問題なし　 ②指先で小さい物がつまめる

③指先でつまむことはできないが、手を使って大きな物をつかむことができる

④つかんだり握ったりすることができない　　⑤手や腕を自力で動かすことができない

④自力で移動することができない

　　聴　覚：    ①特に問題なし　　②配慮が必要（ ）

　視  覚 ：   ①特に問題なし　 ②弱視または視野狭窄があるが日常生活に特に支障はない

③戸外では全面的な介助が必要　④全盲か、全盲に近い状態で生活全般において介助が必要

内臓疾患等 ：   ①特に問題なし　②運動等の活動制限がある　 ③転倒させられない等、日常生活上の活動制限がある

 てんかん ： 　①ない　　②既往があるが生活に支障はない　　③発作が起こる可能性があり、注意して見守りが必要

④発作が頻繁にあり、意識を失い転倒の危険がある。常時見守りが必要 ※６

 ２歳未満  ：   ①年齢相応に座位がとれ、首のすわりがある

②年齢相応の座位が取れず、首のすわりが不安定で一部見守りが必要

③年齢相応の座位が取れず、首のすわりが不安定で常時見守りが必要

補装具の使用　　（　有　・　無　）　車椅子　・ 下肢装具　・ 補聴器　・ その他（ ）

（２) 生　活　習　慣

　食　事 ：      ①スプーン、フォーク等を使い自分で食べる ②スプーンか手づかみで自分で食べる

⑤食事への意欲、関心がなく、自分で食べようとしない

　着替え ：     ①時間はかかるが自分で全部できる　　②見守りまたは一部介助があれば自分でできる

③自分でしようとする意欲があるが、ほぼ全介助である　④意欲は見られず全介助で脱いだり着たりする

　排　泄 ：      ①自分で行きたいときにトイレに行き排泄する ②予告するが失敗するときもある

③予告せずオムツを使用しているが、排泄があったことは知らせる　④オムツに排泄しても知らせない

（３） コミュニケーション ・ 社会性について

　理　　　解 ：  ①相手の話を理解できる　　②月齢相応の会話は難しいが、簡単な日常の話を理解できる

③言葉のかけ方、あるいは絵カード等で工夫すれば指示を理解できる

④月齢相応の会話は難しいが、制止、禁止等の言葉は理解できる

⑤言葉の理解がなく、制止、禁止等の指示が入らない

　表　　　現 ：  ①自分の思っていることを話せる　 ②口ごもったりするが思っていることを何とか話せる

　対人関係 ：  ①友達との関係が作れる ②友達に関心を示し関わろうとする

③友達とは関わろうとしないが大人との関係は作れる

④人への関心が薄く関わろうとしない　　⑤人への関心が全くなく、大人との関係が作れない

　遊　　　び ：  ①他児と一緒に年齢相応の遊びができる　　②部分的な介助があれば他児と一緒に遊ぶ

③大人と一緒に集団活動に参加する ④集団活動に関心を示さずひとり遊びが多い

　行　　動　： ※７

　【動き回って落ち着かない】　 ①ほとんどない　　②声かけが必要　　③手をつなぐ等の身体的な接触による制止が必要

　【他者を傷つける・物を壊す】　 ①ほとんどない　　②声かけが必要　　③手をつなぐ等の身体的な接触による制止が必要

　【自分を傷つける】　　　　　　　  ①　ほとんどない　 ②声かけが必要　　③手をつなぐ等の身体的な接触による制止が必要

　【特定の行動を繰り返し日常生活に支障がある】

①ほとんどない ②特定の行動を繰り返すが日常生活には支障がない

③特定の行動を繰り返し、日常生活に支障がある

　【興奮やパニック】 ①ほとんどない　　②声かけが必要　　③手をつなぐ等の身体的な接触による制止が必要

　【危険を伴う突発的な行動       ①ほとんどない　　②声かけが必要　　③手をつなぐ等の身体的な接触による制止が必要

④危険があり、常時付き添いが必要

診断名を記入された方は、ご記入下さい

心
身
の
状
況

（
該
当
す
る
項
目
に
「
○

」
を
つ
け
て
く
だ
さ
い

）

　下　肢 ：   ①特に問題なし　  ②歩行はできるが一部介助が必要 ③歩行できないが室内は自力移動できる

③部分的な介助があれば何とか自分で食べる ④意欲はあるがほぼ全介助が必要である

③簡単な言葉で自分の要求を表現する   ④ほとんど言葉は出ないが身振り、手振りで何とか表現できる

⑤話せず、身振り、手振りでも気持ちを伝えられない

④他害行為の危険があり、常時付き添いが必要
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＜施設・事業者用＞【１・２号認定児童用】

第２号様式

※８

（1)  身　体　の　様　子　

　　上　肢 ： ①特に問題はなし　　②指先で小さい物がつまめる

　　　　　　　 ③指先でつまむことはできないが、手を使って大きな物をつかむことができ  

　　　　　　　 ④つかんだり握ったりすることができない　　⑤手や腕を自力で動かすことができない

（具体的状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　下　肢 ： ①特に問題はなし　　②歩行はできるが一部介助が必要

　　　　　　　 ③歩行できないが室内は自力移動できる　　④自力で移動することができない

（具体的状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　聴　覚：  ①特に問題なし　　②配慮が必要（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（具体的状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　視  覚 ： ①特に問題なし　　②弱視または視野狭窄があるが日常生活に特に支障はない

 　　　　　　　 ③弱視や視野狭窄があり、部分的な介助が必要

　  　　　　　　 ④全盲か、全盲に近い状態で生活全般において介助が必要

（具体的状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

内臓疾患等 ： ①特に問題なし　　②運動等の活動制限がある

　　　　　　　　　　③ 転倒させられない等、日常生活上の活動制限がある

（具体的状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  てんかん： ①ない　　②既往があるが生活に支障はない　　③発作が起こる可能性があり、注意して見守りが必要

　　　　　　　　④発作が 毎日頻繁にあり、意識を失い転倒の危険があるため常時そばにいる必要がある

（具体的状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２歳未満 ：①年齢相応の座位がとれ、首のすわりがある

　　　　　　　　②年齢相応の座位が取れず、首のすわりが不安定で一部見守りが必要

　　　　　　　　③年齢相応の座位が取れず、首のすわりが不安定で常時見守りが必要

（具体的状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（具体的状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（２)  生　活　習　慣　

　　食　事 ： ①スプーン、フォーク等を使い自分で食べる　　②スプーンか手づかみで自分で食べる

　　　　　　　 ③部分的な介助があれば何とか自分で食べる

　　　　　　　 ④意欲はあるがほぼ全介助が必要である

　　　　　　　 ⑤食事への意欲関心がなく、自分で食べようとしない

（具体的状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　着替え ： ①時間はかかるが自分で全部できる　　②見守りまたは一部介助があれば自分でできる

　　　　　　　　③自分でしようとする意欲があるが、ほぼ全介助である

　　　　　　　　④意欲は見られず全介助で脱いだり着たりする

（具体的状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　排　泄 ： ①自分で行きたいときにトイレに行き排泄する　　②予告するが失敗するときもある

　　　　　　　 ③予告せずオムツを使用しているが、排泄があったことは知らせる

　　　　　　　 ④オムツに排泄しても知らせない

（具体的状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

児　童　状　況　確　認　書

　　　　歳

　　◇次の各項目の、該当する部分一つに「○」をつけてください。必要に応じて（具体的状況）を記入してください。

心
　
　
身
　
　
の
　
　
状
　
　
況

補装具の使用　　（　有　・　無　）　車椅子　・ 下肢装具　・ 補聴器　・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

児童名
  フ  リ  ガ  ナ

生年月日   　　　　　年　　　　　月　　　　　日生
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　　理　　　解 ：  ①相手の話を理解できる　　②月齢相応の会話は難しいが、簡単な日常の話を理解できる

③言葉のかけ方、あるいは絵カード等で工夫すれば指示を理解できる

④月齢相応の会話は難しいが、制止、禁止等の指示を理解できる

⑤言葉の理解がなく、制止、禁止等の指示が入らない

（具体的状況 ）

　　表　　　現 ：  ①自分の思っていることを話せる　　②口ごもったりするが思っていることを何とか話せる

③簡単な言葉で自分の要求を表現する

④ほとんど言葉は出ないが身振り、手振りで何とか表現できる

⑤話せず、身振り、手振りでも気持ちを伝えられない

（具体的状況 ）

　　対人関係 ：  ①友達との関係が作れる　　②友達に関心を示し関わろうとする

③友達とは関わろうとしないが大人との関係は作れる

④人への関心が薄く関わろうとしない

⑤人への関心が全くなく、大人との関係が作れない

（具体的状況 ）

　　遊　　　び ：  ①他児と一緒に年齢相応の遊びができる　　②部分的な介助があれば他児と一緒に遊ぶ

③大人と一緒に集団活動に参加する　　④集団活動に関心を示さずひとり遊びが多い

（具体的状況 ）

　　行　　　動 ：

    【動き回って落ち着かない】　　①ほとんどない　②声かけが必要　③手をつなぐ等の身体的な接触による制止が必要　　

 【他者を傷つける・物を壊す】　①ほとんどない　②声かけが必要　③手をつなぐ等の身体的な接触による制止が必要　

④他害行為の危険があり、常時付き添いが必要

　  【自分を傷つける】　　　　　　   ①ほとんどない　②声かけが必要　③手をつなぐ等の身体的な接触による制止が必要

　　【特定の行動を繰り返し日常生活に支障がある】

①ほとんどない　　②特定の行動を繰り返すが、日常生活には支障がない

③特定の行動を繰り返し、日常生活に支障がある

　  【興奮やパニック】　　　　　　   ①ほとんどない　②声かけが必要　③手をつなぐ等の身体的な接触による制止が必要　　

 【危険を伴う突発的な行動】　  ①ほとんどない　②声かけが必要　③手をつなぐ等の身体的な接触による制止が必要　　

④危険があり、常時付き添いが必要

※９

　　　行動に関する具体的状況

※10

施設名 施設長名 　記載者

記載日 年 月 日

施　設
記入欄

◇新規児童：見学時の様子　　継続児童：施設・事業者内での様子

◇集団保育・教育に対する施設・事業者の所見　　【施設としての加配の考え方に○をしてください≪３：１　２：１　１：１≫】

＜施設・事業者用＞【１・２号認定児童用】
第２号様式

（３） コミュニケーション ・ 社会性について

心
身
の
状
況
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５ 横浜市請求明細作成ソフトヘルプデスクについて 

 

≪給付担当からのお知らせ≫ 

 

■横浜市請求明細作成ソフトヘルプデスクについて 

 横浜市が無償提供している請求明細作成ソフトのインストールや操作方法に関するお問い合

わせに対応するための「請求明細作成ソフトヘルプデスク」を４月１日～３月 31 日の期間、開

設します。横浜市の請求明細作成ソフトの操作に関してご不明な点は、下記電話番号へお問い合

わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

■ 出納整理期間(４～５月)における留意事項について【既設園向け】 

 以下の項目は、既設園（令和元年度以前に開設した施設・事業所）を対象とした説明になり

ます。新設園（令和２年４月 1日開設）の方は、参考程度にお読みください。 

ア ４月の請求事務フロー（３月分請求）について 

４月はエラーフローがありません。３月分のデータ送信忘れ等にご注意ください。 

 

イ 過誤申立書・過誤再請求の事務処理について 

    出納整理期間の過誤申立に係る事務処理については、次のとおり取り扱う予定です。 

過誤再請求については、各月エラーフローでの処理を原則としていますが、４月のみ

早期フロー及び通常フローでの処理を受付いたします。再請求のデータ送信は４月通常

フローまでに完了させてください。 

 事務処理 

４月３日 ４月通常フローまでに処理する過誤申立書の提出期限とさせていただきます。 

４月６日 

～５月 13日 
過誤申立書の処理を停止します。 

５月 14日～ 過誤申立書の処理を再開します。 

 

＜請求明細作成ソフトヘルプデスク＞ 

請求明細作成ソフトの操作方法等に関するお問い合わせ専門 

０５７０―０２３５５５   

（開設期間①）  令和２年４月１日～令和２年６月 30 日   9：00～17：00（８時間／日） 

（開設期間②）  令和２年７月１日～令和３年３月 31 日  13：00～17：00（４時間／日） 

※土日・祝日・年末年始を除く 

給付事務に関するお問い合わせ先については議事一覧の「■お問い合わせ先」をご覧ください。 

 

＜請求明細作成ソフトマニュアル＞ 

横浜市 請求明細作成ソフト    検索 
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ウ 未相殺額精算に係る納付書発行手続きについて 

過誤申立てのあった給付費等は月々の請求額から相殺し精算を行っていますが、４月通常フ

ロー終了時点で、過誤申立書が提出されているが相殺できなかった金額（未相殺額）について

は、決算処理のため５月中に返金をしていただくことになります。 

４月通常フロー以降、別途、給付担当から納付書を発行しますので、返金対応をお願いいた

します。 

なお、４月通常フローにおいて再請求データが審査エラーになった場合も、相殺できなかっ

た金額（未相殺額）に対して納付書を発行させていただくことになりますので、期間に余裕を

持って、再請求データの送信をいただきますよう、お願いいたします。 

 

エ 令和元年人事院勧告について 

特定教育・保育施設等に係る公定価格について、令和元年人事院勧告に伴う国家公務員の給

与改定に準じた保育士等の待遇改善（保育士等人件費＋1.0％）を行うための必要な予算が盛

り込まれた、令和元年度補正予算案が１月 30日に成立しました。 

これに伴い、公定価格単価が改定され、平成 31 年４月１日に遡及して適用することになり

ます。今後の手続き等の概要は以下オ、カのとおりです。 

 

オ 改定後単価の適用時期と請求ソフトのアップデートについて 

本市においては、４月早期フローの請求データ受付開始日の令和２年３月 23 日より、改定

後の単価での請求及び審査を実施する予定です。 

また、それに伴い請求ソフトのバージョンアップを行いますので、ソフト起動時にアップデ

ートのメッセージが表示されましたら、メッセージに従ってアップデートを行ってください。

横浜市以外のソフトをお使いの場合のアップデート方法等についてはベンダー各社にお問い

合わせください。 

 

カ 改訂後単価での差額計算処理について 

４月下旬に改定後単価での差額（平成 31 年４月～令和２年３月分）を本市で計算し、各施

設・事業所に郵送で通知の上、令和２年５月頃に精算を行います。 

なお、４月通常フローデータ締切時において、 

①過誤申立書が提出済み、かつ、②再請求データが未送信又は審査エラー  

となった明細については、上記ウに記載のとおり、納付書により返金対応となるため、差額

計算処理の対象に含まれませんので、ご注意ください。 

この場合、再請求の受付処理が再開とされる、５月エラーフロー以降（５月 14日開始予定）

に過誤再請求を行うことで、当該対象月については差額精算を併せて行うこととなります。 

 

キ 請求データの受付期間停止について 

新年度請求に対応するため、本市請求データ受付用サーバーのメンテナンスを行う関係上、

令和２年４月 11 日～令和２年４月 14日までの間、請求データの受付を停止する予定です。当

期間については、請求データの送信ができませんので、ご注意ください。 
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